
全
防
虫
局
、
。
ル

第
三
十
四
巻

第
三
時
肌

昭
和
五
十
年
十
二
月

設
行

清
代
憂
灘
間
省
に

つ
し、

て

張

勝

彦

日

- 1ー

結三二ーは

次

し

が

き

建
省
の
時
代
背
景

墓
臨
時
の
建
省

清
日
戟
争
前
肇
轍
聞
の
重
要
施
設

吉
岡

は

し

カ1

き

ア
ヘ
ン
戦
争
以
後
、
封
建
中
園
は
次
第
に
崩
壊
の
遁
へ
向
い
、
絶
え
間
な
い
西
方
文
明
の
挑
戦
に
よ
っ
て
、

園
際
社
舎
の
舞
蓋
に
押
し
出
さ

309 

こ
の
よ
う
な
第
化
は
、
歴
史
上
に
前
例
を
み
な
い
。
園
際
環
境
が
急
速
に
饗
化
し
て
い
た
に
も
拘
ら
ず
、
中
園
に
お
け
る
俸
統

的
経
験
は
、
こ
の
新
し
い
局
面
に
劃
慮
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
清
朝
は
否
騒
な
く
「
近
代
化
」
運
動
を
、
こ
の
賦
態
の
も

れ
て
い
っ
た
。



化
」
運
動
の
な
か
で
も
見
逃
が
す
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
り
、

と
に
展
開
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
蓋
湾
建
省
と
い
う
事
件
も
そ
の
産
物
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
。
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蓋
湾
建
省
は
近
代
中
園
に
お
け
る

「近
代

っ
て
過
言
で
な
い
。

就
中
、
蓋
構
歴
史
の
上
か
ら
い
え
ば
買
に
劃
期
的
な
こ
と
で
あ

っ
た
と
い

蓋
簡
は
中
園
大
陸
の
東
南
に
あ
る
。

し
か
し
中
園
人
は
殆
ん
ど

こ
こ
を
重
視
せ
ず
、
宋
代
以
来
漢
人
が
蓋
簡
へ
植
民
す
る
こ
と
は
あ

っ
て
も
、

そ
の
人
数
は
少
な
く
、
蔑
さ
れ
た
文
献
資

ο 
火焼島

i青代 霊;脅省 関各国

Q!}~ O(、圏、

;23i綿

<;:::， 

紅頭娯い 4いkrn
」ーー」ー」

料
も
少
な
い
。
明
末
清
初
に
至

っ
て
葦
湾

へ
植
民
し
た
漠
人
は
多
く
な
る
。
特
に
鄭

成
功
の
時
代
は
蓋
湾
の
開
設
に
大
き
な
貢

献
を
し
て
い
る
。
清
朝
は
蓋
湾
占
領
後
、

- 2ー

経
営
に
あ
ま
り
意
を
用
い
な
か
っ
た
の

で
、
積
極
的
な
建
設
は
建
省
以
後
に
開
始

さ
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
。

本
稿
に
お
い
て
は
、
蓋
湾
建
省
以
前
の

時
代
背
景
、
蓋
湾
の
地
位
の
襲
化
、
お
よ

び
蓋
湾
に
劃
す
る
清
朝
政
府
の
態
度
や
建

省
の
事
情
を
考
察
し
、
併
せ
て
建
省
以
後

の
重
要
な
施
設
の
設
置
並
び
に
そ
の
施
設

が
蓋
湾
の
政
治

・
経
済
・
社
曾
上
に
如
何

な
る
影
響
を
及
ぼ
し
た
か
等
を
述
べ
よ
う



T
ム

と
思
う
。

建
省
の
時
代
背
景

ハ
円
日
本
軍
征
蓋
以
前
に
於
け
る
清
朝
の
針
蓋
商
政
策

清
朝
は
康
照
二
十
二
年
、
靖
海
賂
軍
施
政
を
蓋
湾
に
汲
遣
し
た
。
そ
の
目
的
は
「
反
清
復
明
」
の
勢
力
を
討
伐
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
の
で
、

征
服
以
後
、
蓋
簡
を
放
棄
し
よ
う
と
す
る
読
さ
え
あ
っ
た
。
一
般
の
清
朝
官
僚
に
は
蓋
湾
の
地
位
に
劃
す
る
認
識
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
が
、

施
浪
は
蓋
簡
の
重
要
性
を
よ
く
理
解
し
て
い
た
。
彼
の
「
靖
海
紀
事
」
に
、

肇
鴻
地
方
北
連
奥
禽
、
南
援
募
嶋
:
乃
江
術
関
与
之
左
護
;
・
賞
肥
僕
之
匿
、
険
阻
之
域
:
・
棄
之
必
醸
成
大
縮
、
留
之
誠
永
固
透
彊
。

と
い
う
奏
疏
が
あ
る
。
施
浪
の
奏
疏
に
よ
り
、
康
照
二
十
三
年
(
一
六
八
四
年
)
、
清
朝
は
蓋
簡
に
蓋
湾
府
を
設
置
し
た
。
蓋
湾
府
の
下
に
は
蓋

ま
た
蓋
慶
兵
備
遁
を
設
置
し
た
が
、
清
朝
の
蓋
簡
に
劃
す
る
認
識
は
殆
ん
ど

- 3一

鶴岡脚

・
鳳
山
鯨
・
諸
羅
師
怖
が
あ
り
、
彰
湖
に
は
巡
検
を
設
置
し
、

な
く
、
蓋
総
門
に
劃
す
る
統
治
政
策
は
積
極
的
で
は
な
か
っ
た
。

清
朝
は
蓋
簡
を
反
清
復
明
運
動
の
基
地
に
し
た
く
な
か

っ
た
の
で
、
移
民
に
は
制
限
を
設
け
、
携
各
渡
蓋
を
禁
止
し
た
。
そ
の
措
置
に
は
時

期
に
よ
っ
て
弛
張
が
あ
っ
た
。
領
蓋
の
嘗
初
、
渡
蓋
禁
令
を
頒
布
し
た
。
す
な
わ
ち
、
第
一
、

内
地
商
民
で
蓋
商
へ
行
ぎ
貿
易
す
る
者
は
蓋
慶

道
よ
り
路
照
を
受
け
る
。
出
入
の
船
は
巌
査
さ
れ
、
路
照
を
持
た
ず
に
蓋
湾
に
渡
る
者
は
巌
耕
し
、
決
壮
一
山
の
地
方
官
も
慮
耕
さ
れ
る
。
第
二
、

接
巻
渡
蓋
を
禁
止
す
る
。
第
三
、
潮
恵
は
海
盗
の
集
ま
る
と
こ
ろ
な
の
で
、
渡
蓋
す
る
事
を
禁
止
す
る
。

し
か
し
こ
の
よ
う
な
禁
令
を
貫
行
す

る
こ
と
は
非
常
に
困
難
で
あ
っ
た
。
藍
鼎
元
の
「
卒
蓋
紀
略
」
に
、

-べ
U

康
照
末
年
漢
人
己
南
及
於
郡
清
、
北
及
於
淡
水
・
鶏
籍
、
東
海
岸
及
於
蛤
仔
難

・
崇
受

・
卑
南
莞
等
地
。
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東
は
蛤
仔
難
・
凶
一
一
帯
受
等
の
地
方
に
移
民
し
て
い
た
。
一
幅
建
の
，
単
泉

人
、
慶
東
の
潮
恵
人
に
は
蓋
湾
へ
密
航
す
る
者
が
多
く
、
康
回
一
五
十
七
年
に
は
渡
蓋
を
制
限
す
る
令
が
再
び
渡
せ
ら
れ
た
。
薙
正
年
問
、
藍
鼎
元

と
あ
り
、
康
回
一
末
年
に
は
多
数
の
漢
人
が
南
は
郡
漏
、
北
は
淡
水
・
鶏
龍
、
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-
高
其
俸
は
内
地
人
の
渡
蓋
制
限
を
ゆ
る
め
る
べ
く
建
議
し
た

が
、
裁
可
さ
れ
な
か

っ
た
。
薙
正
十
年
(一

七
三
二
年
〉
、

遂
に
蓋
湾
移
民
の
禁
令

ウー

は
弛
め
ら
杓

こ

れ

が
蓋
湾
の
/
開
設
に
大
さ
な
影
響
を
興
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ん
悔
し
乾
隆
元
年
(一

七
三
六
年
〉
、
再
び
内
地
人
の
蓋
湾
密
航

内

K
U

《
M
J

を
禁
止
す
る
令
が
渡
せ
ら
れ
~

つ
い
で
乾
隆
四
年
と
七
年
に
禁
令
が
申
明
さ
れ
た
が
、
そ
の
数
果
は
あ
ま
り
な
か

っ
た
。
以
後
禁
令
を
渡
し

A
リ

た
り
あ
る

い
は
弛
め
た
り
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
禁
令
が
寅
際
に
は
殺
果
を
あ
ら
わ
さ
な
か

っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
、

蓋
商
に
は

多
数
の
漠
人
が
入
殖
し
た
が
、
清
朝
は
積
極
的
に
蓋
濁
を
経
営
し
な
か

っ
た
の
で
、

し
ば
し
ば
民
嬰
を
ひ
き
お
こ
す
と
と
に
な

っ
た
。
規
源
の

「
聖
武
記
」
乾
隆
三
定
蓋
湾
記
に

「蓋
湾
:
・未
嘗
三
年
不
明
胤
」
と
あ
る
よ
う
に

蓋
湾
で
は
康
回
一
二
十
二
年
か
ら
同
治
初
年
ま
で
百
八
十
除

な
か
で
も
林
爽
文
事
件
は
規
模
に
お
い
て
最
大
で
あ
っ
た
。
清
朝
の
蓋
湾
に
封
す
る
消
極

年
の
問
、
民
疑
事
件
が
あ
わ
せ
て
三
十
八
回
あ
り
、

的
な
態
度
は
そ
の
ま
ま
同
治
十
三
年
の
日
本
軍
征
蓋
ま
で
、
前
後
約
百
九
十
年
間
績
け
ら
れ
た
。

消
極
的
な
清
朝
政
府
に
射
し
て
、
人
民
は
積
極
的
で
あ
り
、
移
民
は
盆
々
増
加
し
た
。

蓋
簡
の
人
口
を
研
究
し
て
お
ら
れ
る
陳
紹
馨
氏
の
推

- 4 ー

定
に
よ
る
と
、
鄭
氏
時
代
の
漠
人
は
約
十
二
高、

嘉
慶
十
五
年
(
一

八一

O
年
)
|
約
百
前
向
、
光
緒
二
十
二
年
(
一
八
九
六
年
)
|
約
二
百
五
十
寓

4
4
 

と
い
わ
れ
る
。

以
上
に
よ
っ
て、

も
し
清
朝
が
蓋
尚
領
有
の
始
め
に
、
積
極
的
な
経
営
を
行
な
っ
て
い
た
な
ら
ば
、
蓋
轡
開
設
は
も

っ
と
速
や
か
に
進
め
ら

れ
た
に
違
い
な
い
。

仁)

列
強
の
観
観

(A) 

英
米
の
野
心

十
九
世
紀
以
来
列
強
の
中
で
最
も
蓋
間
を
占
領
す
る
野
心
を
持

っ
て
い
た
の
は
英
園
で
あ
る
。

中
固
に
い
た
英
園
人
に
は
、

A
G
V
 

且
つ
有
利
で
あ
る
と
主
張
を
す
る
者
が
い
出
が
、

遁
光
十
三
年

(
一
八
三
一二
年
)、
蓋
簡
を
占
領
す
る
こ
と
は
容
易
で
あ
り
、

道
光
二
十
年
代
に
至

っ
て
鶏
龍

(基
隆
)
の
洋
面
に
は
時
々
英
船
が
出
現
し
、
煤
居
を
調
査
し
て
い
る
。
道
光
三
十
年
、
英
闘
の
香
港
総
督
ボ
ナ
ム

a
g
Z
Z
は
欽
差
大
臣
雨

-川
叫

贋
総
督
徐
贋
絹
及
び
関
新
総
督
劉
韻
珂
に
鶏
龍
煤
炭
の
採
購
を
要
求
し
た
が
、

ー拒
絶
さ
れ
て
い
る
。
以
上
に
よ
っ
て
、
十
九
世
紀
の
前
半
、
英



A
司マ

h
u
v
 

園
人
は
蓋
湾
に
謝
し
て
非
常
に
大
き
な
関
心
を
も
っ
て
お
り
、
清
朝
も
英
固
に
警
戒
心
を
懐
い
て
い
た
こ
と
が
分
る
。

A
N
W
7
 

hup 

米
園
も
ま
た
蓋
簡
に
注
意
を
梯
っ
て
い
た
。
道
光
十
二
年
、
米
園
人
の
ウ
ッ
ド
(
要
旨
・
∞
・
4
そ

0
0
5
が
創
耕
し
た
「
中
華
快
報
及
び
慶
州
新

2
r
-
5目
。
。
ロ
『
目
。
『

gι

の曲口同
g
c
R
Z
Z〉
に

「

蓋

潤

」

と

題

し

た

そ

の

な

か

で

蓋

湾

を

占

領

す

れ

ば

、

一
文
が
あ
り
、

蓋
間
海
峡

聞
L 

を
控
制
す
る
事
が
で
さ
、

こ
れ
は
中
園
に
封
抗
す
る
よ
き
方
法
で
あ
る
と
強
調
し
て
い
る
。
蓋
湾
の
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
重
要
性
を
よ
く
理
解

品
川
リ

し
て
い
た
米
園
は
、
十
九
世
紀
前
半
に
は
時
々
蓋
潤
を
探
査
す
る
た
め
に
艦
隊
を
汲
遺
し
て
い
る
。
ま
た
米
園
人
は
蓋
簡
の
港
口
に
お
い
て
種

そ
の
後
、
海
軍
提
督
ベ
リ
l

A
ヨ，

ハ
F
由民同
r
o君
。
・

3
円
円
可
〉
や
パ

l
カ

1
2
2
0門
司
自
官
。
等
が
武
力
に
よ
る
蓋
構
占
領
を
建
議
し
た
が
、
拒
絶
さ
れ
て
い
る
。
以
上
に
よ
っ
て
、

そ
こ
で
米
園
で
は
、
蓋
簡
を
占
領
し
よ
う
と
い
う
考
え

A
同
U
7

ん
け
い

が
起
こ
っ
た
。
米
園
政
府
に
蓋
湾
占
領
を
最
初
に
主
張
し
た
の
は
ハ
リ
ス
(
寸
。
堀
口

g
E
民
営
ユ
乙
で
あ
っ
た
。

々
の
貿
易
に
従
事
し
た
が
、

そ
れ
は
清
朝
か
ら
見
れ
ば
、
非
合
法
な
も
の
で
あ
っ
た
。

米
園
人
も
ま
た
蓋
聞
を
非
常
に
重
視
し
て
い
た
と
と
が
理
解
で
き
る
。

こ
の
よ
う
に
十
九
世
紀
の
前
牢
に
は
、
英
米
に
は
す
で
に
蓋
商
の
通
商
港
を
占
領
す
る
野
心
が
あ
り
、
港
口
開
放
は
時
間
の
問
題
で
あ
っ
た
。

帥

結
局
、
威
豊
九
年
(
一
八
五
九
年
〉
、
同
十
年
の
中
米
、
中
英
、
中
併
僚
約
に
よ
っ
て
、
蓋
簡
の
港
口
が
開
放
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

葦
簡
の
港
口
が
開
放
さ
れ
て
か
ら
併
園
軍
が
蓋
湾
を
侵
略
す
る
ま
で
の
問
、

一
つ
に
は
園
際
関
係
が
次
第
に
複
雑
に
な
り
、

二
つ
に
は
蓋
商

-5-

の
枇
曾
と
経
済
が
出
変
化
し
た
結
果
、
外
園
と
の
事
件
が
引
き
績
き
数
回
護
生
し
た
。

ま
ず
蓋
湾
の
港
口
が
開
放
さ
れ
た
後
、
蓋
簡
で
商
買
を
す
る
外
園
人
が
次
第
に
多
く
な
っ
た
。
そ
の
な
か
で
は
英
園
商
人
の
活
動
が
も
っ
と

も
活
溌
で
あ
っ
た
。
同
治
元
年
に
蓋
潤
の
職
出
品
の
第
一
は
米
で
あ
り
、
つ
い
で
石
炭
と
樟
脳
で
あ
っ
た
。
同
年
に
英
園
は
蓋
簡
の
樟
脳
、
米
、

h
M
V
 

野
菜
、
硫
積
等
の
や
み
取
引
を
し
た
が
、
そ
の
中
で
も
樟
脳
は
数
量
と
金
額
に
お
い
て
、
第
一
位
を
占
め
た
。
ま
た
、

商
へ
渡
る
西
洋
宣
数
師
も
ま
す
ま
す
多
く
な
り
、
数
民
と
非
数
民
の
衝
突
は
不
可
避
で
あ
っ
た
。

伺

い
て
数
民
と
非
数
民
と
の
衝
突
が
数
回
あ
っ
た
。

天
津
倹
約
締
結
後
、
蓋

例
え
ば
同
治
六
年
に
は
卑
頭
・
旗
后
等
に
お

313 

樟
脳
販
賓
と
宗
教
を
寵
る
か
か
る
紛
争
を
英
園
は
武
力
に
よ

っ
て
解
決
す
る
旨
を
宣
言
し
、
中
英
関
係
は
更
に
緊
張
し
た
の
で
あ
る
。

同
治
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七
年
中
明
、
障
脳
と
宗
数
上
の
紛
争
案
件
中
、

な
お
二
件
が
解
決
さ
れ
て
い
な
か
っ
た

の
で

十
月
八
日
、

英
闘
の
駐
蓋
問
領
事
ギ
ブ
ソ
ン

(
』

0

7

2

2

r
臼

0
2
)

と
カ

ー
ド
ン
(
。
c
E。
る
は
二
隻
の
軍
艦
を
率
い
て
、

安
卒
で
示
威
運
動
を
行
な
い
、

「
令
を
持

っ
て、

中
園
地
方
を
統

と
い
う
告
示
を
出
し
た
。

十
二
日
に
英
園
般
隊
は
安
卒
に
護
砲
し
て
上
陸
し
、

清
朝
の
軍
告
を
占
領
し、

軍
の
火
薬
倉
庫
を
破
壊

轄
す
る」

し
た
嚇

こ
れ
が
「
安
卒
事
件
」
で
あ
る
。
同
年
十
月
二
十
三
日
、
樟
脳
官
管
長
止
・
外
園
商
人
が
蓋
簡
の
各
地
方
で
自
由
に
障
脳
業
に
従
事

で
さ
る
事

・
信
仰
の
向
由

・
体
数
に
劃
す
る
妨
害
や
乱
暴
を
禁
止
す
る
事

・
合
同
裁
判
所
の
設
立
等
々
の
諸
候
項
か
ら
な
る
中
英
の
協
議
が
成

A
訓
ヲ

立
し
れ
》
」
め
、
武
力
に
よ
っ
て
蓋
簡
を
占
領
し
よ
う
と
す
る
英
園
の
野
心
は
賞
現
し
な
か

っ
た
。

伺

さ
て

こ
の
頃
に
は
、
民
風
の
た
め
蓋
鶴
海
岸
に
漂
流
し
た
船
員
が
蕃
人
に
殺
害
さ
れ
る
と
い
う
事
件
が
よ
く
起

っ
た
。
同
治
六
年
二
月
に
ロ

パ

l

(
河
。
〈
官
)
放

と

い

う

米

園

商

船

が

油

頭

か

ら

牛

荘

へ

い

く

途

中

に

暴

風

に

あ

い

、

で

沈

浸

し

た
。
乗
組
員
は
船
主
夫
婦
と
船
員
を
合
わ
せ
て
十
四
人
い
た
が、

二
つ
の
仙
紙
船
に
乗
っ

て
榔
璃
の
尾
亀
仔
角
鼻
山
に
上
陸
し
た
と
こ
ろ
、

蕃

偶

人
の
た
め
に
船
主
夫
婦
と
船
員
は
殺
さ
れ
、
か
ろ
う
じ
て
中
園
人
の
水
夫

一
人
が
車
城
街
へ
逃
れ
、
や

っ
と
の
思
い
で
命
を
全
う
し
た
。
米
園
の

別
講

(
恒
春
)

附
近
の
紅
頭
興

(閥
興
)

駐
慶
門
領
事
ル

・
ジ
ア

ン
ト

ル
(
李
譲
種

。
Z
ユ2
巧

-
c
o
g
L
Z〉
は
「
ロ
バ

l
披
」
事
件
を
知
る
や
否
や
、

北
京
米
園
公
使
館
及
び

ワ
シ

- 6 ー

ン
ト
ン
に
こ
の
事
件
に
開
す
る
調
書
を
迭
っ

て
指
示
を
仰
ぐ
一
方
、
間
保
山
総
督
呉
裳
、
一幅
建
巡
撫
李
一崎
泰
と
交
渉
し、

犯
人
の
逮
捕
と
厳
し
い

っ
て

「
ロ
バ

l
放
」
の
事
件
現
場
へ
直
接
航
行
し
た
。

し
か
し
清
朝
は
と
の
事
件
を
積
極
的
に
慮
理
し
よ
う
と
は
し
な
か

っ
た
の
で
、
米
園
海
軍
は
領
事
ル

・
、シ

ア
ン
ド

ル
を
仲

的

軍
隊
を
引
き
あ
げ
、

と
こ
ろ
が
、
蕃
人
と
の
戦
闘
で
数
十
名
の
負
傷
者
が
出
た
た
め
、

慮
罰
を
要
求
し
た
。

米
園
の
軍
事
行
動
は
失
敗
に
終
っ

た
。
結
局、

凶
た
。
と
こ
ろ
で
こ
の
事
件
は
日
本
軍
の
葦
間
侵
犯
に
開
係
が
あ
る。

ル
・
ジ
ア
ン
ド
ル
と
蕃
人
の
首
領
と
の
聞
に
申
し
合
わ
せ
が
成
立
し

こ
の
事
件
は
落
着
し

そ
の
事
に
つ
い
て
次
に
考
察
し
よ
う
。

(B) 

日
本
一阜
の
蓋
間
侵
犯
(
牡
丹
一位
事
件
)

同
治
十
年
、
琉
球
の
太
卒
山
島
の
住
民
の
乗

っ
た
船
が
暴
風
に
遇

っ
て
沈
混
し
、
乗
組
員
三
名
が
死
亡
し
た
、

他
の
六
十
六
名
は
蓋
簡
の
南

部
に
漂
流
し
た
が
、
牡
丹
祉
審
人
の
魚
に
五
十
四
名
が
殺
さ
れ

の
こ
り
の
十
二
名
は
漢
人
楊
友
旺

の
働
き
で
助
け
ら
れ
、

彼
ら
は
無
事
に
琉



球
に
迭
宮
、怒
さ
れ
た
。
こ
の
事
件
に
際
し
て
清
朝
は
「
飾
蓋
湾
鎖
認
員
査
耕
、
以
倣
強
暴
而
一
否
懐
柔
」
と
の
令
を
出
レ
刷
。

琉
球
人
の
事
故
で
あ
る
と
云
う
貼
か
ら
云
え
ば
、
な
ん
ら
日
本
に
関
す
る
問
題
で
は
な
か
っ
た
が
、
野
心
を
持
つ
日
本
政
府
は
こ
の
機
舎
を

そ
の
後
の
軍
事
活
動
を
合
法
化
す
る
た
め
に
、
積
極
的
な
外
交
活
動
に
奔
走
し
た
。

利
用
し
て
、
兵
隊
の
蓋
構
波
遣
を
議
定
し
、

買
は
日
本
の
蓋
湾
出
兵
は
米
闘
人
と
の
関
係
が
あ
り
、
特
に
ル
・
ジ
ァ

γ
ド
ル
及
び
駐
日
米
園
公
使
ド
・
ロ
ン

(
U
・開・

0
0
岡
、
。
口
問
)
は
今
回

の
臼
本
に
よ
る
蓋
湾
侵
犯
の
行
動
を
相
首
に
援
助
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
同
治
十
年
、
ル
・
ジ
ア
ン
ド
ル
は
米
園
公
使
の
紹
介
で
日
本
外
務
卿
副

倒

島
種
臣
と
横
漬
で
曾
見
し
た
。
ド
・
ロ
ン
は
ル
・
ジ
ア
ン
ド
ル
の
経
歴
を
詳
細
に
紹
介
し
た
あ
と
、
中
園
に
は
蕃
地
を
統
治
す
る
力
は
な
く
、

生
蕃
に
至
つ
て
は
、
殆
ん
ど
濁
立
の
状
態
に
あ
り
、
も
し
日
本
に
蕃
地
を
占
領
す
る
意
志
が
あ
る
な
ら
ば
、

米
園
は
力
を
貸
す
こ
と
を
申
し
出

た
。
翌
年
九
月
下
旬
、
副
島
と
ル
・
ジ
ア
ン
ド
ル
が
再
び
曾
見
し
た
際
、

ム
U

重
な
意
見
と
資
料
を
提
供
し
て
、
日
本
の
侵
略
的
野
心
を
助
長
し
た
。
同
十
二
年
、
日
本
政
府
が
副
島
を
中
園
へ
波
遣
し
た
際
、

ド
ル
は
彼
の
顧
問
と
し
て
同
行
し
た
(
こ
の
後
、
ル
・
ジ
ア
ン
ド
ル
は
そ
の
中
関
名
を
李
譲
趨
か
ら
李
善
得
に
あ
ら
た
め
た
〉
。

ル
・
ジ
ア
ン
ド
ル
は
副
島
の
蓋
縄
侵
犯
計
劃
を
支
持
し
、

し
か
も
貴

ル
・
ジ
ァ
ン

副
島
出
使
の
表
面
上
の

目
的
は
辛
未
係
約
を
取
り
交
し
、
清
朝
の
同
治
帝
の
親
政
を
賀
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
が
、
責
際
に
は
生
蕃
討
伐
の
保
護
を
得
る
た
め
で

あ
っ
た
。
副
島
の
障
員
柳
原
前
光
と
、通
語
鄭
永
寧
は
清
朝
の
総
理
街
門
に
赴
、
ぎ
、
三
つ
の
質
問
を
提
出
し
た
。
そ
の
一
つ
は
、
日
本
は
蓋
濁
に

人
を
振
遣
し
、
蕃
人
に
よ
る
琉
球
人
殺
害
事
件
を
調
査
す
る
預
定
が
あ
る
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
こ
れ
に
射
し
て
総
理
衛
門
は
、
蕃
人
に
よ
る

A
刀『，

A
M
V
 

琉
球
人
殺
害
事
件
は
琉
球
と
中
園
と
の
問
題
で
あ
り
、
日
本
が
干
渉
す
る
筋
合
の
も
の
で
は
な
い
と
答
え
た
。
副
島
本
人
は
清
朝
に
面
談
を
申

し
込
む
わ
け
で
も
な
く
、
そ
れ
を
照
禽
す
る
事
も
な
か
っ
た
の
で
、
放
に
李
鴻
章
は
、

彼
蓋
預
懐
好
計
、
以
潟
一
一
経
行
文
、
中
園
必
照
覆
係
我
稽
境
、
嘗
骨
周
査
耕
、
則
後
須
倹
我
査
難
、
不
能
撞
自
動
兵
、
而
始
以
滋
詞
告
詞
、
口
説
無
窓
、
篤
目

、4
3，

'向
U
、

後
狭
頼
地
歩
耳
。
否
則
各
国
相
交
於
此
等
重
大
事
件
、

Z-m
有
不
以
照
曾
印
文
岳
地
往
来
懇
嬢
者
。

;
、
、
、

1
L
B
V

、ν

日
本
の
陰
謀
を
見
抜
い
て
い
た
。

315 

軍
事
活
動
に
先
立
ち
、
同
治
十
三
年
二
月
に
日
本
海
軍
の
樺
山
紀
は
ま
ず
蓋
潤
へ
行
っ
て
蕃
情
と
地
形
を
調
査
し
た
。
そ
れ
と
同
時
に
蓋
構

- 7一
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そ
の
長
官
に
は
大
隈
重
信
が
任
命
さ
れ
た
。
陸
軍
中
将
西
郷
従
遭
は
蕃
地
事
務
都
督
に
な
り
、

制

陸
海
軍
の
統
帥
と
な

っ
た
。
ま
た
ル
・
ジ
ア
ン
ト
ル
は
顧
問
に
任
命
さ
れ
た
。

蕃
地
事
務
局
を
設
立
し
、

蓋
濁
へ
汲
遣
さ
れ
る

そ
し
て
同
年
の
三
月
、

日
本
軍
は
蕃
祉
を
攻
撃
し
た
の
で
あ

る
。
蕃
人
は
日
本
軍
に
封
抗
で
き
ず
敗
走
し
た
が
、
そ
の
後
も
日
本
軍
は
大
埼
角

・
郎
璃
・
亀
山
等
に
駐
屯
し
て
、

A
汁
uv

h
川
V

め
、
道
路

・
軍
営
及
び
防
禦
の
工
事
に
着
手
し
た
。

長
期
に
わ
た
る
占
領
の
た

同
治
十
三
年
三
月
三
目
、
清
朝
は
駐
北
京
英
園
公
使
ウ
ェ

l
ド
(
、
H
，
r
o
g
g
何
者
旦
ろ
か
ら
日
本
軍
基
湾
汲
遣
の
ニ
ュ
ー
ス
を
受
け
、
総
理

制

街
門
は
た
だ
ち
に
日
本
に
照
合
を
迭
り
抗
議
し
た
。
日
本
軍
基
間
波
遣
に
劃
し
て
清
朝
は
船
政
大
臣
沈
夜
禎
を
蓋
間
に
波
遣
し
、
ま
た
軍
隊
を

、明
り
，

h
u
v
 

増
加
し
て
軍
事
的
警
戒
を
怠
ら
な
か

っ
た
。
印
ち
沈
は
蓋
間
情
勢
に
関
す
る
四
項
目
の
建
議
を
提
出
し
た
が
、

そ
の
建
議
は
裁
可
さ
れ
、
清
朝

は
一噛
建
布
政
使
瀦
慰
を
沈
と
と
も
に
蓋
商
へ
源
遣
し
た
。
彼
ら
は
同
年
六
月
中
旬
に
蓋
商
に
到
着
し
、
山
地
開
設
と
撫
蕃
に
従
事
し
た
。

侵
華
の
後
、
日
本
政
府
は
柳
原
前
光
に
清
朝
駐
在
公
使
を
申
し
付
け
た
が
、
柳
原
は
政
府
の
訓
令
に
従

っ
て
、
清
日
外
交
交
渉
を
耕
理
し

た
。
清
日
談
判
は
不
調
で
あ

っ
た
。
日
本
は
短
期
間
で
軍
隊
を
引
き
あ
げ
る
気
持
は
な
く
、
長
期
に
わ
た
る
占
領
を
議
定
し
て
い
ザ

し
か
し

- 8一

設
足
ま
も
な
い
明
治
政
府
内
部
の
意
見
は
一
致
せ
ず
、

非
常
に
慎
重
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

日
本
は
七
月
に
全
樺
大
臣
内
務
卿
大
久
保
利
通
を
中
園
へ
振
遣
し
た
が
、

見
て
取
り
、
李
鴻
章
に
、

ま
た
諸
外
園
は
日
本
の
侵
蓋
行
動
を
あ
ま
り
支
持
し
な
か
っ
た
の
で
、
侵
蓋
の
行
動
は

沈
は
日
本
の
窮
肢
を

大
久
保
之
来
、
其
中
情
芝
居
可
想
、
然
必
故
再
周
波
宕
、
以
示
整
暇
、
不
肯
一
逮
就
範
一
恥

と
い

っ
て
い
る
。

し
か
し
嘗
時
清
朝
の
闘
力
は
簿
弱
で
、
海
防
も
弱
く
、
雲
南

・
快
西
及
び
甘
粛
に
は
回
数
徒
の
観
が
あ
り
、
新
彊
と
ベ
ト
ナ

日
本
と
戦
争
す
る
徐
裕
は
な
か
っ
た
。
清
日
受
方
は
卒
和
裏
に
問
題
を
迅
速
に
解
決
し
よ
う
と
し
、
英
米

の
調
停
を
介
し
、
同
治
十
三
年
九
月
二
十
二
日
に
保
約
が
締
結
さ
れ
た
。
そ
の
内
容
は
、

ム
の
問
題
も
か
か
え
て
い

た
の
で
、

一
。
日
本
闘
此
次
所
緋
、
原
郡
府
保
民
義
母
起
見
、
中
閣
不
指
以
潟
不
是
。

二
。
前
次
所
有
遡
害
難
民
之
家
、
中
国
定
給
撫
他
銀
雨
、
日
本
所
有
在
該
庭
修
道
建
房
等
件
、
中
園
願
留
自
用
、
先
行
議
定
饗
補
銀
雨
、
別
有
議
緋
之
嬢
。



A
U，
 

h
u
u
v
 

三
。
所
有
此
事
、
商
圏
一
切
来
往
公
文
彼
此
撤
回
注
錦
、
永
骨
坤
罷
論
。
至
於
該
庭
生
蕃
、
中
関
白
宜
設
法
安
篤
約
束
、
以
期
永
保
航
客
不
能
再
受
兇
害
。

向。

と
あ
る
。
ま
た
北
京
専
約
に
は
意
思
が
あ
り
、
中
園
は
銀
五
十
高
雨
の
賠
償
を
日
本
に
輿
え
る
と
取
り
決
め
ら
れ
て
い
た
。

日
本
は
篠
約
を
守
っ
て
十
月
下
旬
に
蓋
商
か
ら
撤
兵
し
、
整
方
は
卒
和
的
に
事
件
を
解
決
し
た
。

あ
っ
た
。
つ
ま
り
事
件
の
経
緯
か
ら
判
断
す
る
な
ら
ば
、
日
本
は
鎖
閣
時
代
の
日
本
で
は
な
く
、

こ
の
事
件
は
墜
方
に
と
っ
て
重
要
事
件
で

園
際
公
法
の
知
識
を
相
嘗
に
持
っ
て
お
り
、

そ
れ
を
自
由
自
在
に
騒
使
し
て
い
た
。

蓋
潤
侵
犯
は
中
園
侵
略
の
具
鐙
的
な
行
動
開
始
を
意
味
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
篠
約
に
お
い
て
、
中
園

は
琉
球
に
劃
す
る
宗
主
権
を
放
棄
す
る
旨
を
一
歩
認
し
、

日
本
に
琉
球
侵
占
の
根
擦
を
輿
え
、

中
園
は
そ
の
た
め
園
際
的
地
位
が
俄
か
に
落
ち

た
。
と
れ
よ
り
清
朝
は
日
本
に
劃
し
て
相
嘗
な
警
戒
心
を
も
ち
、
海
防
と
海
軍
を
積
極
的
に
建
設
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
葦
潤
は
中
園
沿
海

の
門
戸
で
、
海
防
の
安
全
に
は
重
要
な
関
係
を
有
す
る
。
列
強
が
蓋
濁
に
注
目
し
、
日
本
に
至
つ
て
は
公
然
と
軍
隊
を
祇
遣
し
て
侵
占
し
た
の

で
あ
る
か
ら
、
蓋
湾
に
と
っ
て
情
勢
は
非
常
に
不
利
で
あ

っ
た
。
海
防
を
強
化
す
る
た
め
に
は
、
蓋
簡
を
保
全
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
に

は
、
ま
ず
蓋
脅
を
建
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
後
、
清
朝
は
園
防
上
の
見
地
よ
り
積
極
的
に
蓋
湾
建
設
に
取
組
み
、
蓋
腎
は
建
省
及
び

「
近
代
化
L

の
遁
を
歩
ん
で
い
く
の
で
あ
る
。

- 9ー

蓋
湾
の
建
省

付

建
省
の
動
議

以
上
述
べ
た
如
く
、
列
強
の
高
ま
る
蓋
湾
へ
の
関
心
を
背
景
に
、

十
年
の
ア

ヘ
ン
戦
争
の
際
、
関
川
削
総
督
郵
廷
禎
は
、

葦
簡
の
重
要
性
を
漸
く
理
解
す
る
者
も
あ
ら
わ
れ
始
め
た
。
即
ち
遁
光

制

闘
洋
緊
要
之
面
、
以
慶
門
憂
湾
局
最
、
而
肇
岨
伺
叉
潟
該
夷
款
茨
之
地
、
不
可
不
大
震
之
防
。

と
い
っ
て
、
蓋
湾
の
重
要
性
を
認
め
て
い
る
。
こ
の
後
蓋
湾
で
は
外
患
が
増
加
し
、
外
人
の
活
動
が
盛
ん
と
な
っ
た
。
特
に
十
九
世
紀
中
期
に

は
英
米
の
武
力
的
蓋
簡
占
領
が
あ
っ
た
の
で
、
清
朝
は
次
第
に
蓋
聞
に
注
意
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
特
に
同
治
十
三
年
の
日
本
軍
侵
蓋
以
後
、
清
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策
を
は
か

っ
た
。
蓋
簡
は
土
地
が
肥
沃
で
、
物
産
も
豊
富
な
の
で
、

朝
は
針
蓋
尚
政
策
に
お
け
る
消
極
的
な
態
度
を
嬰
え
、欽
差
紛
理
華
街
等
慮
海
防
粂
理
各
園
事
務
大
臣
沈
謀
摘
を
蓋
間
に
波
遣
し、
蓋
簡
の
善
後

列
強
の
注
目
す
る
所
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。
沈
は

こ
の
執
よ
く
理
解
し
、
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一
帽
建
巡
撫
を
蓋
簡
に
駐
在
さ
せ
る
旨
の
奏
文
を
提
出
し
た
。
同
治
十
三
年
十
一
月
十
五
日
の
奏
文
で
は
、
建
省
の

時
機
一
は
烈
し
て
い
な
い
け
れ
ど
も
蓋
湾
を
積
極
的
に
開
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
指
摘
し
、
更
に
「
宜
的
江
蘇
巡
撫
分
駐
蘇
州
之
州
移
稲
建

十
二
の
利
黙
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
沈
の

蓋
問
を
積
極
的
に
建
設
し
、

と
い
っ
て
い
る
沈
は
一
幅
建
巡
撫
を
蓋
慣
に
駐
在
さ
せ
る
と
、

制

主
張
は
部
分
的
に
し
か
採
用
さ
れ
な
か

っ
た
が
、
李
鴻
章
は
沈
の
主
張
を
強
く
支
持
し
た
。
同
年
末
に
清
朝
は
一幅
建
都
一
撫
に
毎
年
九
/
春
に
は
蓋

尚
に
駐
在
し
、
夏
秋
は
一幅
建
に
駐
在
す
べ
き
令
を
下
し
た
。
と
れ
が
建
省
の
動
議
の
始
ま
り
で
あ
る
。

而
後
一

穆
数
善
備
」

巡
撫
駐
蓋
、

し
か
し
沈
が

「
請
移
駐
巡
撫
摺
」
に
お
い
て
述
べ
た
蓋
潤
建
省
案
は
不
可
と
さ
れ
た
。
そ

の

理

由

は

、

蓋

間
建
省
の
後
件
は
ま
だ
熟
し

て
い
な
い
。
二
、
聞
省
は
米
が
依
乏
し
て
お
り
、
蓋
潤
は
閏
省
に
米
を
援
助
し
て
い
る
。
聞
と
蓋
の
関
係
は
親
密
で
あ
り
、
分
離
す
る
事
は
出

ま
た
清
朝
朝
野
に

お
け
る
針
蓋
湾
政
策
は

一
致
せ
ず
、
或
は
建
省
を
主
張
し
、
或
は
た
だ
高
位
の
大
臣
の
波
蓮

に
よ
る
蓋
関
経
営
を
主
張
し
た
。

例
え
ば
丁
目
昌
は
高
位
の
大
臣
の
波
遣
に
よ
る
蓋
潤
経
営
を
主
張
す
る
一
人
で
あ

っ
た
。
ま
た
刑
部
左
侍
郎
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来
な
い

と
い
う
の
で
あ

っ
た
。

裳
保
憶
は
蓋
潤
建
省
を
主
張
し
た
最
初
の
人
で
、
光
緒
二
年
二
月
に
蓋
潤
建
省
を
上
奏
し
た
。
哀
は
奏
文
に
て
、

護
幽
問
僻
成
海
滋
、
物
産
幽
盟
鏡
、
民
番
信
慮
。
非
専
駐
大
臣
、
銀
以
丘
ハ威、

字
以
徳
意
、
翠
民
風

・
吏
治

・
管
制
・
郷
圏
、
事
々
整
頓
、
未
易
気
功
。
・
:
諸
改

A
吋
ザ

ん
位
、

稲
建
巡
撫
駐
蔓
潟
、
而
以
総
督
緋
福
建
全
省
事
、
各
専
責
成
。

施
行
に
移
き
れ
な
か
っ
た
。
光
緒
七
年
、
清
朝
は
民
「銃
英
を
一踊
建
巡
撫
に
任
命

A
N
V
 

M
HV
 

し、

蓋
間
防
禦
を
耕
理
せ
し
め
た
が
、
容
は
二
度
蓋
濁
へ
行
き
積
極
的
に
建
設
す
る
意
気
込
み
を
み
せ
た
。
彼
は
自
ら
彰
化
へ
行
き
建
省
の
形

4
H，
 

'M
相
、

勢
を
調
査
し
た
た
め
、

蓋
間
建
省
の
時
機
は
次
第
に
熱
し
て
き
た
。

と
言

っ
て
い
る
。
衰
の
建
議
は
合
理
的
で
あ

っ
た
け
れ
ど
も
、

最
後
に
蓋
構
建
省
を
促
し
た
の
は
清
併
戦
争
の
際
の
悌
軍
に
よ
る
蓋
湾
侵
犯
で
あ

っ
た
。
併
軍
の
蓋
湾
侵
犯
に
よ
り
、

重
要
性
を
痛
感
し
た
。
光
緒
十

一
年
、
清
併
戦
争
の
末
期
に
鴻
子
材
・
潜
鼎
新
な
ど
が
率
い
た
中
国
軍
隊
は
清
朝
に
勝
利
の
ニ
ュ
ー
ス
を
報
告
し

清
朝
朝
野
は
蓋
商
の



て
い
る
。

し
か
し
、
光
緒
帝
は
休
戦
の
令
を
下
し
た
。
そ
の
理
由
は

A
刈
w
，

一
失
難
復
」
で
あ
り
、
嘗
時
、
清
朝
政
府
が
蓋
簡
を
非
常
に
重
親
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
蓋
構
建
省
の
時
機
は
熟
し
て
き

「
戦
争
盆
無
把
握
。
縦
再
有
進
歩
、
越
地
移
非
我
有
、
市
全
蓋
隷
我
版
園
、

援
断
鮪
絶
、

た
の
で
あ
る
。

光
緒
十
一
年
七
月
、
欽
差
大
臣
督
耕
一
幅
建
軍
務
左
宗
業
の
奏
文
に
、

今
日
之
事
勢
以
海
防
矯
要
圏
、
市
関
省
之
笹
神
防
以
萎
湾
矯
重
地
。
肇
満
雄
設
有
鎖
裏
、

還
、
有
事
則
更
虞
梗
塞
。
:
・
以
形
勢
言
、
孤
時
大
洋
、
震
七
省
門
戸
、
関
係
全
局
、
・
非
有
重
臣
以
専
駐
之
、
則
緋
理
必
有
材
料
手
。
以
臣
愚
見
、
惟
有
如
裳

A
w
w
，
 

保
恒
所
請
、
将
一
滴
建
巡
撫
改
重
量
一
巡
撫
、
所
有
妥
彰
一
切
態
一
野
事
宜
、
世
腕
該
撫
経
理
、
庶
事
有
一
豊
貝
、
於
牽
防
善
後
大
有
禅
一
句

一
切
政
務
必
菓
承
督
撫
、
重
洋
懸
隔
、
文
報
往
来
、
卒
時
且
不
菟
稽

と
あ
り
、
彼
は
十
年
前
の
亥
保
恒
の
主
張
に
沿

っ
た
蓋
暫
建
省
を
建
議
し
た
。

鼠
午
政
を
耕
理
し
、
軍
隊
の
兵
器
は
蓋
簡
に
工
廠
を
設
立
し
て
生
産
す
る
よ
う
建
議
し
た
。

務
五
大
臣
・
六
部
九
卿
及
び
各
省
督
撫
に
射
し
て
蓋
湾
建
省
問
題
を
議
定
す
べ
き
事
を
申
し
付
け
た
。
同
年
九
月
初
五
日
の
議
旨
に
、

ま
た
貴
州
按
察
使
李
元
度
は
、
一
帽
建
巡
撫
を
蓋
湾
に
駐
在
さ
せ
、

こ
れ
に
劃
し
て
光
緒
帝
は
軍
機
大
臣
・
組
理
各
園
事

-11ー

醇
親
玉
突
諜
等
遜
簿
海
防
善
後
事
宜
摺
内
奏
稽
:
・
肇
湾
要
直
宜
有
大
員
、
駐
数
等
語
。
肇
輔
崎
篤
南
洋
門
戸
、
閥
繋
緊
要
、
自
態
因
時
費
遇
、
以
資
控
制
。
若
終

調

建

議

議

書

議

、

需

要

稿

建

議

事

、

即

著

謀

総

督

署

。

所

有

記

改

設

事

宜

、

該

督

詳

細

室

、

奏

明

品

。

か
ゆ

と
あ
り
、
清
朝
は
建
省
を
決
定
し
、
十
月
に
は
一
幅
建
巡
撫
劉
銘
俸
を
一
幅
建
蓋
濁
巡
撫
と
し
た
。
蓋
湾
建
省
は
総
理
海
軍
事
務
街
門
の
設
立
と
と

も
に
護
表
さ
れ
た
が
、
こ
の
二
つ
は
中
園
の
近
代
史
に
お
い
て
極
め
て
重
大
な
事
件
で
あ
り
、
特
に
蓋
湾
建
省
は
非
常
に
重
要
な
意
味
を
有
し

て
い
た
の
で
あ
る
。

初
代
一
隅
建
蓋
間
巡
撫
劉
銘
俸

者・

0
・
。

o
E阻
止
の
「
蓋
濁
」
(
吋
ミ
ミ

2
b
l
h
匂
忠
弘
、
宮
町
、

3
2同
町
立
。
ミ
)
に
、

仁)

319 

沈
夜
禎
は
嚢
栂
近
代
化
の
設
術
者
で
あ
り
、
劉
銘
停
は
蜜
湾
近
代
化
の
主
要
な
建
設
者
で
あ
る
。
・
:
出
身
の
卑
し
い
劉
が
上
流
枇
曾
に
位
置
を
占
め
る
よ
う

r
p
 

に
な
っ
た
の
は
偶
然
で
は
な
い
。
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と
あ
る
よ
う
に
、
劉
は
確
か
に
蓋
尚
歴
史
上
に
劃
期
的
な
人
物
で
あ
っ

た
。
彼
の
功
績
は
節
成
功
に
劣
る
も
の

で
は
な
い
。
鄭
は
蓋
簡
に
歴
史

崎
O
U

上
に
お
け
る
地
位
を
輿
与え
吻
劉
は
蓋
婦
問
の
「
近
代
化
」
を
促
進
し
た
。
蓋
湾
に
お
け
る
政
治

・
園
防

・
数
育

・
交
通

・
経
済
な
ど
の
近
代
化
の

基
礎
は
劉
時
代
に
建
設
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

劉
銘
{事

字
は。

省i

は
安
徽
省
メL
<=1 

~E 
の
人
で(54)

西
洋
文
明
に
劃
し
て
開
明
的
態
度
を
持

っ
て
お
り
、

内
却

炉
h
u
w

そ
れ
は
残
念
な
こ
と
で
す
」
と
も
い
っ
て
い
る
。
劉
批
粛
公
奏
議
巻
二
に
、

「
も
し
上
海
に
長
い
間
住
ん
で
西
洋
文

明
の
よ
い
所
を
四
四
千ば
な
け
れ
ば
、

中
闘
自
輿
外
洋
通
商
以
来
、
門
戸
洞
開
、
務
総
重
撤
、
自
古
敵
閣
外
患
、
未
有
如
此
之
多
旦
強
也
。
・
:
泰
西
製
造
之
精
、
日
新
月
具
、
中
関
経
市
行
之
、
己

居
人
後
。
若
再
因
循
坐
謀
、

一
E
愛
生
倉
卒
、
和
戟
雨
第
、
其
将
何
以
自
立。

と
あ
り
、
彼
は
中
園
の
置
か
れ
た
危
険
な
情
勢
を
よ
く
理
解
し
て
い
た
。
ま
た
同
書
巻

一
に
、

白
欧
美
剛
興
、
利
砲
堅
船
、
横
際
海
表
、
中
園
数
千
年

一
一
統
之
勢
、
廓
十会
議
出
没
。
武
ハ」初
臣
嘗
設
憤
太
息
、
謬
思
得
雄
才
大
略
、
総
括
海
頭
、
内
町
刷
耕
商
、
外

- 12ー

輿
製
造
船
妥
雷
砲
、
戦
守
相
資
、
循
此
十
年、

且
将
縦
横
前
向
園
。

と
あ
り
、
彼
は
西
洋
文
明
の
採
用
を
主
張
し
て
い
る
。

以
上
よ
り
判
断
す
れ
ば
、
劉
が
蓋
湾
巡
撫
に
な
れ
ば
、
蓋
構
の
開
設
設
展
は
よ
り
速
か
に
な
る
は
ず
で
あ

っ
た。

清
併
戦
争
に
よ
っ
て
葦
構
の
情
勢
が
念
を
告
げ
る
と
、
清
朝
は
劉
を
一陥
建
巡
撫
に
任
命
し
、
蓋
商
へ
涯
遺
し
た
。
劉
の
任

限
切

務
は
蓋
商
の
鎖

・
道
を
統
帥
し
、
併
軍
に
針
抗
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
翌
年
清
併
雨
園
は
休
戦
し
、

光
絡
十
年
五
月
、

同
年
六
月
初
五
日
に
劉
は

「
法
丘
(
己
退。

諸
問
撫
依
専
融
制
蓋
防
摺
」
を
建
議
し
た
。
こ
の
奏
文
に
、

明
リ

仰
懇
天
国
心
、
准
閲
臣
稿
建
巡
機
敏
、
伴
得
一辱
…勝
肇
防
、
庶
幾
勉
放
寸
長
、
或
可
知
…
致
隈
越
整
事
幸
甚
、
徴
臣
幸
町
船
。

と
あ
り
、
劉
は
蓋
潤
建
設
に
専
念
す
る
決
意
を
み
せ
て

い
る
。
「
劉
批
粛
公
奏
議
」
の
編
者
陳
滋
然
は
、

公
一
生
血
性
既
己
身
笛
盗
難
、
必
忠
安
治
京
地
、
以
自
有
之
利
融
耐
自
守
之
防
、
不
主
仰
人
援
演
、
然
後
可
保
七
省
門
戸
、
以
快
其
心
、
計
非
僻
間
任
門部不

可
、
不
然
公
量
不
知
従
容
肇
上
、
機
闘
撫
之
威
椴
箆
幾
哉、

任
闘
撫
則
必
治
聞
事
、
，
不
能
専
力
治
華
、
故
不
若
会
安
就
危
、
合
逸
就
労
、
合
大
地
専
権
、



品
川
W

而
就
一
肇
之
無
牽
制
。
英
雄
場
動
、
毎
思
濁
閥
規
模
、
資
非
尋
常
所
能
窺
測
知

と
い

っ
て
、
劉
が
一
帽
建
巡
撫
を
酔
任
せ
ん
と
す
る
理
由
を
説
明
し
て
い
る
が
、
彼
は
劉
の
蓋
湾
建
設
に
劃
す
る
決
意
を
よ
く
理
解
し
て
い
た
の

で
あ
る
。

光
緒
十
一
年
九
月
初
五
日
、
清
朝
は
蓋
湾
建
省
を
決
定
し
、
十
月
に
は
福
建
巡
撫
劉
銘
俸
を
一
幅
建
蓋
商
巡
撫
に
任
命
し
た
。

劉
は
積
極
的
な
蓋
湾
建
設
を
主
張
し
た
が
、
蓋
湾
建
省
の
篠
件
が
ま
だ
熟
し
て
い
な
い
と
し
て
、
建
省
は
三
、
五
年
後
に
す
る
事
を
主
張
し

た
。
そ
こ
で
劉
は
光
緒
十
一
年
十
月
二
十
七
日
の
上
奏
の
な
か
で
、
「
、巡
撫
以
蓋
湾
筋
行
蓋
。
一
切
規
模
無
須
更
動
」
と
提
唱
し
た
が
、
裁
可

州

ww

た
だ
藩
司
を
増
加
す
る
こ
と
の
み
が
採
用
さ
れ
た
。
光
緒
十
二
年
三
月
二
十
四
日
、
光
緒
帝
は
、

さ
れ
な
か
っ
た
。

関
山
暢
務
緊
要
、
該
督
等
商
緋
一
切
、
務
笛
和
衷
共
済
、
不
分
援
カ
顧
大
局
、

上
年
議
令
該
督
等
曾
議
盗
塁
設
各
事
宜
、
善
一
併
安
速
議
奏
、
傍
梢

伽
柏
町

遅
延
。

- 13ー

と
い
う
議
旨
を
下
し
た
。

以
上
述
べ
た
よ
う
に
、
清
朝
は
よ
う
や
く
蓋
脅
を
重
視
す
る
に
至
り
、
劉
が
巡
撫
と
し
て
赴
任
し
て
よ
り
蓋
湾
建
設
が
積
極
的
に
開
始
さ
れ

た
の
で
あ
る
。

清
白
戦
争
前
蓋
簡
の
重
要
施
設

付

，-
f丁

政

清
朝
が
蓋
湾
建
省
を
決
定
し
た
後
、
劉
銘
俸
は
積
極
的
に
蓋
湾
建
設
を
計
劃
し
た
。
光
緒
十
二
年
六
月
十
三
日
、
劉
は
蓋
湾
建
省
に
閲
す
る

必
要
事
項
を
十
六
項
目
あ
げ
た
が
、
そ
の
内
容
は
行
政
・
司
法
・
数
育
・
盟
務
・
蕃
政
な
ど
に
関
す
る
諸
改
革
を
含
ん
で
い
初
本
節
で
は
蓋

湾
の
行
政
改
革
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

321 

(A) 

行
政
組
織
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量
間
は
建
省
以
前
、
一崎
建
省
の

一
部
分
で
、
蓋
慶
丘
ハ備
道
が
こ
れ
を
統
轄
し
た
。
嘗
時
蓋
湾
に
お
け
る
按
察
使

・
聞
学
政
使
の
事
務
及
び
財
政

事
務
は
蓋
慶
丘
(備
道
が
粂
任
し
、
ま
た
蓋
康
丘
(備
道
は
蓋
湾
総
兵
を
助
け
て
軍
務
を
も
庭
理
し
た
。
蓋
鹿
丘
ハ
備
道
は
蓋
湾
に
お
け
る
中
央
の
行

政
機
関
で
、
蓋
筒
府
と
蓋
湾
総
丘
ハ
を
統
轄
し
て
い
た
。
別
に
按
司
獄
が
あ
り
、
道
蓋
が
直
接
に
統
率
し
た
。
嘗
時
の
数
育
事
務
は
府
皐
と
将
皐

ぬ
M
M

が
掌
り、

道
蓋
は
た
だ
間
接
に
管
轄
す
る
だ
け
で
あ

っ
た
。

光
緒
元
年
(
「
八
七
五
年
二
ハ
月
に
南
江
組
督
沈
藻
禎
は
蓋
簡
に
葦
北
府
・
淡
水
腕

・
新
竹
牒

・
宜
蘭
豚
及
び
基
隆
鹿
を
設
置
す
る
よ
う
建
議

し、

裁
可
さ
れい川
。
光
緒
十
一
年
九
月
五
日
、
一陥
建
巡
撫
を
稿
建
蓋
間
巡
撫
と
す
る

議
旨
が
瑳
せ
ら
れ
、

蓋
閣
は
省
級
の

行
政
単
位

と
な

っ

た
。
そ
の
後
、

一幅
建
蓋
間
巡
撫
劉
銘
停
と
間
漸
総
督
楊
昌
溶
が
二
度
に
わ
た
り
蓋
湾
建
省
に
閲
し
て
合
議
し
た
結
果
、

A
W
 

俗
W

し、

行
政
区
域
を
調
整
し
た
。
光
緒
十
三
年
に
布
政
使
司
を
添
設
し
、
按
宏
一山使
は
道
葦
が
粂
任
し
た
。
即
ち
、
首
時
蓋
潤
の
中
央
機
構
は
撫
蓋
・

仰

mw

務
蓋

・
按
司
這
で
あ
り
、
地
方
機
構
は
府

・
州
・

鹿

・
燃
で
あ
っ
た
。
中
央
機
構
の
巡
撫
街
門
は
蓋
北
に
設
置
さ
れ
、
そ
の
組
織
は
だ
い
た
い

内
地
の
巡
撫
街
門
と
同
じ
よ
う
で
あ
る
が
、
蓋
簡
の
巡
撫
街
門
は
法
審
局

・
撫
墾
局
・

全
蓋
営
務
慮

・
軍
装
機
器
局
及
び
全
蓋
脳
積
融
局
な
ど

ま
ず
行
政
機
構
を
増
加

を
管
轄
し、

全
蓋
の
行
政

・
司
法

・
園
防
事
務
を
統
理
し
、

税
関

・
同月子政

・
文
武
皐
堂
を
も
統
轄
し
て
い
た
。
布
政
使
街
門
の
組
織
も
だ
い
た

- 14ー

い
内
地
の
そ
れ
と
同
じ
で
あ
る
。

た
だ
蓋
潤
の
布
政
使
街
門
は
茶
厘
総
局
・
税
厘
総
局

・
瞳
務
局

・
噴
油
局
・
支
麿
総
局

・
善
後
総
局
・
軍
火

他
局

・
火
幾
総
局

・
電
報
総
局

・
火
車
局

・
煤
務
局

・
輸
船
局

・
官
菌
局
な
ど
を
粂
轄
し、

全
蓋
の
財
務
・
租
税
厘
金
及
ひ
臨
政
を
主
管
し、

土
地
図
国
を
整
理
し
、
其
の
他
雑
税
等

(税
闘
を
除
く
)
を
徴
牧
し
、

歳
出
入
に
係
る
出
納
決
算
表
を
製
作
し
て
政
府
に
提
出
し
た
。
蓋
簡
に
お

け
る
妓
察
使
は
道
蓋
が
粂
任
し
た
の
で
、
道
蓋
街
門
は
按
司
道
街
門
と
呼
ば
れ
、
全
蓋
刑
名
の
事
を
掌
り
、
乗
て
蓋
南
所
属
の
盟
政

・
厘
金

・

軍
器
庫

・
火
薬
局
・
電
報
局

・
通
商
局

・
郵
政
局
な
ど
を
統
轄
し
た
。
蓋
轡
の
中
央
機
構
に
は
内
地
各
省
の
中
央
機
構
と
違
う
貼
も
あ

っ
た

が
、
蓋
湾
の
府

・
州

・
鹿

・
廊
の
組
織
は
ほ
ぼ
内
地
と
同
じ
で
あ
っ
た
。

(B) 

行
政
区
劃

蓋
湾
建
省
の
前
、
二
府
八
勝
四
臆
が
置
か
れ
て
い
た
。
即
ち
、
葦
北
府
は
宜
閥
豚

・
基
隆
臆

・
淡
水
豚

・
新
竹
豚
を
管
轄
し
、

蓋
湾
府
は
嘉



義
勝
・
彰
化
牒
埼
里
祉
臆
・
蓋
湾
照
・
彰
湖
鹿
・
鳳
山
鯨
・
恒
春
豚
・
卑
南
聴
を
管
轄
し
て
い
問
。
建
省
以
後
は
行
政
匿
を
改
め
て
調
整
又
は

増
加
し
、
三
府
・
一
直
隷
州
・
三
鹿
・
十
一
瞬
と
な
っ
た
。
即
ち
、
中
路
は
蓋
湾
府
と
言
い
、
ま
た
蓋
脅
の
首
府
で
も
あ
っ
た
。
南
路
は
奮
蓋

間
府
を
蓋
南
府
に
饗
え
、
北
路
は
蓋
北
府
に
、
卑
南
臆
は
蓋
東
直
隷
州
と
な
っ
た
。
各
府
は
鯨
及
び
臆
を
統
轄
し
、
蓋
北
府
は
淡
水
・
新
竹

・
宜
蘭
三
牒
及
び
基
隆
鹿
を
、
蓋
脅
府
は
蓋
潤
・
彰
化
・
雲
林
・
苗
粟
四
鯨
及
び
捕
里
祉
臆
を
、
蓋
南
府
は
安
卒
(
奮
蚤
湾
問
脚
〉
・
嘉
義
・
鳳

品
川
切

俗

mw

山
・
恒
春
四
鯨
及
び
欝
湖

一
一
臨
を
各
々
統
轄
し
た
。

清
朝
は
蓋
湾
を
積
極
的
に
建
設
す
る
た
め
、
特
に
司
法

・
経
済

・
財
政
・
園
防
・

交
通
の
改
革
及
び
建
設
に
嘗
っ
て
、
法
審
局

・
撫
墾
局

・

税
厘
局
・
盟
務
局
・
全
蓋
営
務
慮
・
軍
装
機
器
局
・
軍
火
局
・
郵
政
局
・
電
報
局
な
ど
を
設
置
し
、
撫
蓋
・
藩
蓋
・
按
司
遁
が
そ
れ
ら
を
統
轄

し
、
監
督
し
た
。

し
た
が
っ
て
蓋
湾
省
の
中
央
権
力
は
内
地
各
省
よ
り
も
大
き
か
っ
た
。

蓋
湾
建
省
以
後
、

行
政
組
織
を
改
革
し
、
専
業
機

こ
の
黙
か
ら
言
え
ば
、
蓋
簡
は
政
治
制
度

- 15ー

構
を
設
置
し
、
行
政
匿
の
調
整
と
増
加
を
行
な
い
、
蓋
間
の
「
官
僚
制
度
L

は
更
に
細
密
化
し
た
。

「
近
代
化
」
の
道
へ
向
か
っ
た
の
で
あ
る
。

上
に
お
い
て
、

清
朝
は
蓋
湾
領
有
以
後
、
蓋
湾
を
重
視
し
な
か
っ
た
の
で
、
勢
い
蓋
湾
の
軍
事
力
は
薄
弱
で
あ
っ
た
。
従
来
、
蓋
商
の
陸
軍
は
中
圏
内
地
か

し
た
が
っ
て
蓋
脅
の
防
衛
力
も
亦
薄
弱
で
あ
っ
た
。
同
治
十
三
年
、
日
本
軍

園

防

ら
移
駐
さ
れ
た
緑
替
で
あ
っ
た
。
首
時
緑
替
の
戦
闘
力
は
弱
く
、

が
蓋
簡
を
侵
犯
し
た
際
、
清
朝
は
沈
葎
禎
を
蓋
湾
に
涯
遣
し
た
が
、
沈
は
蓋
簡
緑
替
の
弊
害
に
つ
い
て
上
奏
し
て
い
る
。

簡
の
緑
替
を
改
革
す
べ
き
こ
と
を
主
張
し
、
蓋
湾
に
四
軍
匡
を
設
置
す
べ
き
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

で
あ
る
。

そ
の
中
で
彼
は
、
蓋

四
軍
匿
と
は
南
路
・
中
路
・
北
路
・
膨
湖

-nHW
 

向
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清
併
戦
争
の
際
、
劉
銘
博
は
蓋
湾
の
軍
事
力
が
非
常
に
薄
弱
で
あ
る
現
肢
を
痛
感
し
、

命

az
仰い

査
肇
湾
軍
務
、
久
税
廃
弛
、
湘
准
各
軍
巳
成
怒
号
末
、
欲
挽
積
習
、
杜
虚
際
、
非
講
求
操
練
不
可
。

と
い
っ
て
、
軍
隊
の
腐
敗
を
指
摘
し
た
。
光
緒
十
四
年
間
四
月
に
提
出
さ
れ
た
劉
の
奏
文
に
は
、

323 
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内切
維
闘
用
不
足
、

E
(伍
不
約、

資
再
府
側
家
之
大
忠
、

且
前
川
川
用
慣
乏
、
己
不
待
一百
口、
兵
武
不
精
尤
非
一
致
、

嶋

ahυ
 

遊
手
仔
問
、
無
事
非
矧
郎
賂
、
有
事
非
淡
邸
逃
、

何
以
備
惇
乱
保
邦
之
用
。

若
不
切
賓
盤
頓
、
叫点
的
於
高
難
之
中
、
養
此

と
あ
り
、
劉
は
腐
敗
し
た
軍
隊
を
整
備
粛
清
す
べ
き
こ
と
を
再
び
主
張
し
、

そ
の
意
見
の
一
部
が
採
用
さ
れ
た
。

劉
銘
俸
は
軍
隊
を
整
理
し
、

ま
た
積
極
的
に
園
防
を
強
化
し
て
い

っ
た。

と
こ
ろ
で
、

清
朝
は
蓋
湾
の
防
衛
施
設
の
中
、

海
岸
の
防
衛
施
設

を
従
来
は
重
視
し
な
か

っ
た
。
同
治
十
三
年
、
沈
諜
偵
で
さ
え
ん
一向

υ

妥
地
延
長

一
千
徐
里
、
廃
々
瀦
海
皆
司
登
山淳
、
陸
防
之
重
尤
甚
於
水
。

と
い
っ
て
、

海
岸
の
防
衡
を
重
視
し
て
い
な
い
。
思
う
に
、
蓋
湾
は
海
由
一
同
で
、
海
岸
の
防
衛
は
重
要
で
あ
る
。
劉
銘
博
は
こ
の
貼
を
よ
く
理
解

し、

蓋
常
に
お
け
る
陸
上
と
海
岸
の
防
衛
を
同
程
度
に
重
-戒
し
た
。

(A) 

海
岸
の
防
衛
施
設

(a) 

槍
砲
の
増
加

- 16ー

劉
枇
粛
公
奏
議
巻
首
に

莫
能
一
戦
。

公
始
赴
牽
也
、
道
上
海
、
僅
購
毛
恋
槍
三
千
、
乞
江
督
倣
前
門
砲
十
、

初
劉
激
之
久
任
歪
道
也
、
放
燦
納
百
数
十
菌
、
不
問
勝
一
精
利
槍
砲
、
以
備
軍
防
。
故
雄
基
隆
険
南
京
、
砲
翠
僅
濁
笛
一
一
閥
、
且
失
勢
不
能
亥
、
砲
僅
五
品
緑
、

別
講
E
金
四
十
菌
、
購
槍

後
門
小
砲
二
十
、
水
雷
数
十
、

備
基
隆
、

砲
、
笛
時
国
未
達
也
。

と
あ
り
、

蓋
湾
の
防
禦
施
設
は
非
常
に
粗
末
で
あ

っ
た
。
光
緒
十
二
年
三
月
、
英
園
か
ら
新
式
の
砲
三
十
一
門
を
買
い
、

を
雇
傭
し
て
砲
蓋
を
十
箇
所
に
設
け
た
。
嘗
時
金
省
で
添
加、

又
は
修
理
さ
れ
た
砲
蓋
は
十
三
箇
所
で
あ

っ
た
。
即
ち
、
膨
湖
三
、

片
町
切

内

u
-

垣
尾
二
、
安
卒
二
、
旗
後
四
で
あ
る
。

ま
た
西
洋
人
飽
恩
士

基
隆

(b) 

船
隻
の
建
造

劉
銘
俸
は
、
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全
豪
防
務
、
牽
南
以
彰
湖
矯
鎖
舗
刷
、
護
北
以
基
隆
策
咽
喉
。

淡
湖
一
島
、
濁
興
孤
懸
、
皆
非
兵
輪
、
不
能
犯
守
。

と
い
い
、
ま
た
、

暗。
向
M
い

善
後
以
緋
防
篤
第
一
一
安
務
。
蓋
組
問
面
面
皆
海
、
臣
等
察
看
各
口
、
及
往
来
通
信
、
断
非
輪
船
不
行
、
:
・将
来
修
造
砲
華
、
運
緋
各
料
尤
須
装
貨
船
。

と
述
べ
て
、
兵
船
及
び
貨
物
船
を
非
常
に
重
視
し
て
い
た
。
光
緒
十
三
年
、
清
朝
は
「
伏
波
」
・
「
威
利
」
・
「
高
年
室
円
」
と
い
う
船
を
蓋
轡
に
涯

遣
し
、
建
築
材
料
の
運
搬
を
措
嘗
さ
せ
、
ま
た
「
海
鏡
」
と
い
う
兵
船
を
膨
湖
に
涯
重
し
た
。
そ
の
後
、
「
伏
波
」
・
「
高
年
育
」
は
沈
波
ま
た

は
壌
慶
し
た
の
で
、
「
威
定
」
競
を
購
入
し
た
。
「
威
利
」
・
「
威
定
」
も
沈
渡
し
た
の
で
、
光
緒
十
五
年
ま
で
に
、
「
飛
捷
」
・
「
駕
時
」
・

品
川
W

向

υ

美
」
と
い
う
船
を
買
っ
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
、
光
緒
十
年
に
は
香
港
か
ら
「
南
通
」
・

向

υ

と
く
に
海
防
に
意
を
梯
っ
て
い
る
。

斯

「
北
達
」

「
前
美
」
・
「
如
川
」
と
い
う
小
船
を
購
入
し

た
と
い
う
よ
う
に
、

陸
上
の
防
衛
施
設

同
治
十
三
年
、
沈
藻
摘
は
蓋
轡
に
行
品
目
、
、
翌
年
、
蓋
湾
に
四
軍
匿
を
設
置
し
た
。
清
俳
戦
争
の
際
、
蓋
間
道
劉
敬
は
蓋
潤
に
五
軍
匿
を
設
置

品
川
W

わ

mw

し
た
が
、
そ
の
兵
数
は
共
に

一
高
六
千
五
百
名
で
あ

っ
た
。
と
の
外
、
劉
激
は
別
に
五
千
人
を
募
集
し
、
機
動
隊
を
組
織
し
た
。

光
緒
十
一
年
五
月
収
併
軍
が
蓋
脅
か
ら
退
く
と
、
劉
銘
俸
は
蓋
湾
に
北
路
・
基
隆
・
中
路
・
南
路
・
彰
湖
・
後
山
な
ど
六
軍
匿
を
設
置
し
、
共

俗
む

に
二
十
七
営
で
あ
っ
た
。
や
が
て
蓋
潤
の
軍
医
は
改
め
て
調
整
さ
れ
る
。
即
ち
、
蓋
南
府
城
と
安
卒
海
ロ
・
鳳
山
と
旗
后
・
卑
南
後
山
・
嘉
義
と

(B) 
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埼
里
祉
・
彰
化
と
鹿
港
・
新
竹
と
後
瀧
・
葦
北
府
城
・
基
隆
・
宜
蘭
と
蘇
襖
海
口
・
橿
尾
・
彰
湖
列
島
が
そ
の
防
禦
匡
域
で
あ
り
、

市
川
叫

勉

mw

に
十
一
軍
匿
を
設
置
し
、
練
丘
ハ
雨
替
を
除
、
去
、
、
三
十
五
営
と
な

っ
た
。
そ
の
後
劉
銘
傍
退
任
ま
で
、

わ
む

あ
っ
た
。

結
局
牽
湾

蓋
関
の
替
数
と
軍
匡
は
大
農
そ
の
ま
ま
で

そ
の
他
の
施
設

蓋
濁
防
衛
の
兵
隊
は
内
地
か
ら
調
遣
さ
れ
、
武
器
も
内
地
か
ら
供
給
さ
れ
た
の
で
、
同
治
十
三
年
の
日
本
軍
に
よ
る
蓋
湾
侵
犯
時
に
は
武
器

A
切

を
保
管
す
る
場
所
が
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
沈
藻
禎
は
蓋
南
に
火
薬
局
と
軍
装
局
を
設
置
し
た
。
ま
た
、

(c) 
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蓋
湾
道
劉
激
は
、
兵
器
を
補
充
す
る
た
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内
市
切

め
に
、基
簡
に
兵
器
廠
を
設
立
す
る
よ
う
提
唱
し
た
が
、技
術
員
の
依
乏
に

よ
り
、
彰
化
に
小
さ
な
兵
器
廠
を
設
立
し
た
に
と
ど
ま

っ
旬
。

光
緒
十
年
間
五
月
、
劉
銘
停
は
蓋
間
に
赴
き
、
上
海
か
ら
兵
器
を
運
遣
す
る
機
関
を
設
置
し
、
ま
た
葦
北
及
び
華
南
に
兵
器
倉
庫
を
設
立
し

内
川
切

仇
桝
U
V

て
上
海
か
ら
運
搬
さ
れ
る
兵
器
を
保
存
し
た
。
清
併
戦
争
の
際
、

併
軍
の
蓋
潤
封
鎖
に
よ
り
、
蓋
間
に
武
器
補
給
が
出
来
な
か

っ
た
の
で
、
劉

は
蓋
尚
に
機
器
局
及
び
軍
械
所
を
設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
し
た
が
、
光
緒
十
一
年
、
葦
北
府
城
北
門
の
北
方
附
近
に
機
器
局
が
設

立
さ
れ
た
。
そ
の
総
加
に
は
劉
朝
幹
が
任
命
さ
れ
、
工
事
に
六
月
か
ら
翌
年
二
月
ま
で
か
か

っ
て
完
成
し
た
。
同
年
八
月
か
ら
翌
年
三
月
ま
で

時
什
リ

仇

muv

に
機
器
局
の
近
く
に
軍
械
所
を
設
置
し
た
。
光
緒
十
二
年
、

れ
附
UV

局
設
置
し
た
。

大
稲
埋
に
火
薬
製
造
所
及
び
硝
薬
製
造
局
を
設
置
し、

ま
た
福
尾
・
基
隆
に
水
雷

劉
銘
俸
は
兵
器
の
生
産
及
び
保
管
機
関
を
設
立
し、

ω
mw
 

そ
の
上
、
全
蓋
管
務
の
参
謀
事
務
を
管
轄
す
る
全
蓋
管
務
虚
を
も
組
織
し
た
。
ま
た
、

園
防
を
堅
固
に
し
、

軍
隊
を
機
動
的
に
移
動
さ
せ
る
た
め
に
は
交
通
を
整
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
こ
で
劉
銘
俸
は
積
極
的
に
敏
道
・
電

報

・
郵
便
な
ど
の
事
業
を
推
進
し、

蓋
関
経
済
の
護
展
を
促
が
し
、

蓋
間

「
近
代
化
」
を
促
進
し
た
が
、
光
緒
十
七
年
、
新
任
一隅
建
蓋
商
巡
撫

郡
友
搬
は
却

っ
て
消
極
的
な
態
度
を
取
り
、
財
政
困
難
の
理
由
で
、
劉
巡
撫
以
来
の
施
設
の
ほ
と
ん
ど
を
停
止
し
、
劉
の
園
防
施
設
も
同
時
に

- 18ー

停
止
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
後
に
詳
述
す
る
。

同

撫

墾

に
多
く
な
る
と
と
も
に
、

漢
人
移
民
以
前
の
蓋
簡
に
は
土
着
の
原
住
民
が
お
り
、
彼
ら
は
「
蕃
人
」
と
呼
ば
れ
た
が
、
節
成
功
以
来
、

蓋
潤
へ
移
民
す
る
漢
人
が
次
第

漢
蕃
の
衝
突
は
不
可
避
で
あ
っ
た
。
嘗
時
、
洪
震
は
蕃
人
激
化
の
必
要
を
読
き
、
そ
れ
が
蓋
濁
開
設
の

一
要
務
で
あ

る
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
。

し
か
し
、

清
朝
は
蓋
構
領
有
以
来
、

蓋
濁
を
積
極
的
に
経
営
し
な
か

っ
た
の
で
、

山
地
開
設
も
積
極
的
に
行
な
わ

ず
、
漢
人
に
よ
る
蕃
地
開
墾
も
禁
止
し
、
ま
し
て
や
蕃
人
数
化
は
重
視
さ
れ
な
か

っ
た
。
従

っ
て
清
併
戦
争
の
際
に
も
、
蕃
人
に
よ
る
殺
害
事

命
nw

れ
N
WV

件
が
頻
鼓
し
て
い
た
。
嘗
時
蕃
人
は
ま
だ
開
化
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、

首
時
の
蓋
湾
に
は
、
土
匠
・

盗
賊
が
蕃
人
と
漢
人
の
聞
に
お
り
、
彼
ら
が
蕃
人
或
は
漢
人
に
見
暴
す
る
と、

蕃
人
は
漢
人
を
殺



し
、
官
軍
は
蕃
人
を
鎮
座
す
る
と
い
う
有
様
で
あ
り
、
か
か
る
政
治
の
不
卒
等
が
蕃
人
反
凱
の
一
理
由
で
も
あ
っ
た
。
劉
銘
俸
は
そ
の
事
情
を

品。

よ
く
理
解
し
て
い
凶
。
ま
た
、
劉
は
蕃
人
を
完
全
に
開
化
す
れ
ば
、
蓋
関
内
部
の
兵
数
と
軍
費
を
減
じ
、
山
地
森
林
の
開
渡
戸
で
き
る
と
指
摘

し
、
更
に
園
肪
に
お
い
て
も
蕃
人
を
開
化
す
れ
ば
内
部
が
安
定
し
、
外
園
人
に
封
抗
す
る
こ
と
が
容
易
に
な
る
と
強
調
し
て
い
る
。
劉
は

暫
難
改
省
摺
」
の
奏
文
で
、

「
蓋
商

前
陳
善
後
摺
、
以
緋
防
・
練
兵
・
清
賦
・
撫
番
篤
急
園
。
現
在
既
詔
設
牽
濁
巡
撫
、
必
先
漸
撫
生
番
、
消
除
内
患
、
横
彊
招
墾
、
慶
布
耕
民
、
方
足
自
成
一

省

と
い
い
、
撫
蕃
は
劉
の
蓋
湾
建
設
上
の
一
大
重
要
保
件
で
あ
っ
た
。
政
治
・
経
済
・
園
防
上
に
お
い
て
撫
蕃
招
墾
が
ま
ず
第
一
に
重
要
だ
と
理

解
し
た
劉
は
、
撫
墾
方
針
を
次
の
如
く
六
僚
に
わ
た
っ
て
述
べ
て
い
る
。

て
未
開
化
な
蕃
地
を
拓
墾
す
る
こ
と
は
現
今
の
一
急
務
で
あ
る
。
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二
、
未
開
化
蕃
地
を
拓
墾
す
る
前
に
生
蕃
を
招
撫
す
る
。

三
、
生
蕃
を
招
撫
す
る
に
は
恩
威
及
び
撫
剰
を
並
行
し
て
施
行
す
る
。

四
、
生
蕃
童
子
を
教
育
す
る
事
は
蕃
政
施
設
の
一
急
務
で
あ
る
。

五
、
蕃
人
を
教
育
し
、
生
産
技
術
を
数
え
る
こ
と
は
遇
政
施
設
の
一
急
務
で
あ
る
。

れ
削

W

六
、
放
滑
な
漢
人
が
蕃
地
を
侵
犯
す
る
事
を
厳
禁
す
る
。

劉
の
撫
墾
事
業
は
以
上
の
方
針
に
よ
っ
て
施
行
さ
れ
た
。
光
緒
十
二
年
、
劉
は
督
耕
撫
墾
大
臣
を
粂
任
し
、
習
耕
撫
墾
大
臣
に
は
在
籍
太
常

品川
W

寺
少
卿
林
維
源
が
任
命
さ
れ
、
「
全
蓋
撫
墾
組
局
」
を
大
肉
料
践
に
設
立
し
、
全
蓋
簡
の
撫
墾
事
務
を
慮
理
す
る
と
と
と
な
っ
向
。
ま
た
大
病
尿
・

東
勢
角
及
び
卑
南
な
ど
に
撫
墾
局
を
設
置
し
、
修
一
渓
・
埼
里
社
・
三
角
湧
・
五
指
山
・
南
荘
・
大
湖
・
蘇
決
・
花
蓮
港
な
ど
に
撫
墾
分
局
を
設

327 

置
し
た
。
各
撫
墾
局
に
は
総
耕
一
名
・
委
員
一
名
及
び
幕
友
(
線
局
四
名
・
分
雪
石
〉
こ
の
外
、

喰
り

・
敬
語
・
数
耕
が
置
か
れ
た
。
撫
墾
局
の
任
務
は
徹
底
的
に
蕃
人
を
数
化
し
、
蕃
地
を
開
設
す
る
こ
と
で
あ
っ
削
。

司
事
二
名
が
あ
り
、

通
事
・
局
員
・
醤
生
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批借
地
開
設
前
に
は
蕃
人
の
反
飢
が
頻
渡
し
た
の
で
、
撫
墾
局
に
よ
る
拓
墾
と
教
化
の
施
行
に
は
な
お
困
難
が
と
も
な
い
、

劉
は
そ
れ
ら
の
反

乱
を
武
力
に
よ
っ
て
鎮
撫
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
。
要
す
る
に
、
蕃
人
が
反
凱
を
起
こ
す
と
軍
隊
を
振
遣
し
て
鎮
撫
し、

尚司

郎
を
行
な
た
刈
o

こ
れ
が
劉
巡
撫
時
代
、
蓋
商
蕃
地
に
劃
す
る
政
策
で
あ
っ
た
。

そ
の
あ
と
で
撫

光
緒
十
一
年
か
ら
同
十
七
年
ま
で
、
反
凱
し
た
蕃
枇
は
東
勢
角
、
大
湖
、
大
科
銀
、
貴
文
坪
、
甘
指
坪
、
新
竹
五
指
山
、
北
港
の
阿
冷
及
び

白
毛
、
楠
里
祉
、
卓
大
社
、
卒
埼
蕃
大
祉
、
水
尾
浜
、
大
巴
盟
馬
太
鞍
、
問
南
呂
家
室
、
緯
食
、
竹
加
山
、

衣
卯
京
、

枇
な
ど
で
あ
り
、
清
朝
は
そ
の
都
度
寧
除
を
汲
遺
し
て
反
乱
を
鎮
撫
し
た
。

孫
児
、
老
狗
社
、
牡
丹

劉
は
鎮
撫
さ
れ
た
蕃
人
を
徹
底
的
に
数
化
す
る
た
め
、
撫
墾
局
及
び
蕃
間
学
堂
の
設
置
を
上
奏
し
、
裁
可
さ
れ
た
。
劉
は
、

大
科
技
撫
墾
局
、
惚
番
賞
己
二
百
人
、
乃
父
毒
襲
撃
、
莫
不
鼓
舞
徽
欣
。
霊
童
之
妻
、
思
案
番
之
襲
。
誤
差
十
鈴
局
、
均
筋

一

律
的
行
、

カ
常
数
養
。

と
述
べ
て
お
り
、
蕃
皐
堂
は
康
範
囲
に
設
置
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、

蕃
摩
堂
に
関
す
る
文
献
は
少
な
く
、
蕃
良
平
堂
に
閲
し
て
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詳
細
を
知
る
こ
と

が
出
来
な
い
け
れ
ど
も
、
あ
る
文
献
に

よ
る
と
、
由
貿
緒
十
三
年
、
雲
林
楠
仔
脚
蔓

・
捕
里
轡
大
祉
に
、
光
緒
十
四
年
、
宜
関

頂
破
布
烏
荘
佃
仔
唐
に
、
光
緒
十
六
年
、

蓋
北
に
蕃
皐
堂
を
設
置
し
、
同
十
六
年
、
恒
春
に
蕃
義
塾
を
設
置
し
て
い

る
。
鳳
山
蕃
社
義
皐
に
つ

い
て
は
、
光
絡
二
十
年
ま
で
に
六
カ
所
設
け
ら
れ
て
い
る
。
即
ち
、
そ
の
蕃
枇
義
問問干は
港
西
里
祉
君
英
荘
・
港
西

里
嘉
撤
埼
荘

・
港
東
里
北
勢

間
川

寮
荘

・
港
東
里
妨
寮
荘

・
港
東
里
糞
箕
湖
一位

・
港
東
里
赤
山
荘
に
夫
々
設
置
さ
れ
て
い
た
。
蕃
摩
堂
の
中
で
最
も
重
要
な
の
は
蓋
北
蕃
準
堂
で

あ
る
。
光
緒
十
六
年
、

劉
銘
博
は
葦
北
に
模
範
蕃
皐
堂
を
設
置
し

生
蕃
の
首
領
の
童
子
(
十
才
以
上
十
七
才
ま
で
)
二
十
名
を
募
集
し
、
翌
年

ま
た
十
名
募
集
し
た
。
彼
ら
の
衣
・
食

・
文
目
一(
は
政
府
よ
り
支
給
さ
れ
た
。
蕃
向
学
堂
に
は
数
頭

一
名

・
数
師
三
名

・
通
事

一
名
が
置
か
れ
、

授

業
科
目
は
讃
書

・
習
字

・
官
話

・
蓋
商
語
で
あ
っ

た
。

数
科
書
は
三
字
経

・
四
書

・
五
経
の
詩

・
書

・
易
で
あ
り
、

っ
た
。
第
一
期
卒
業
生
は
光
絡
十
八
年
に
卒
業
し
、
成
績
優
秀
者
は
蕃
秀
才
を
授
輿
さ
れ
て
い
る
。

授
業
期
聞
は
三
年
で
あ

撫
墾
の
経
費
に
つ
い
て
は
、
蓋
滑
に
は
生
蕃
が
多
く
、
開
化
程
度
も
低
く
、

経
費
も
少
な
か
っ
た
か
ら
、

撫
墾
に
は
非
常
な
困
難
が
伴
な
っ



同
叫

た
。
光
緒
十
三
年
に
経
費
不
足
の
た
め
撫
墾
は
停
止
の
や
む
な
き
に
至
っ
削
。
そ
こ
で
、
劉
銘
俸
は
樟
脳
と
硫
碩
を
官
替
に
す
る
建
議
を
中
央

政
府
に
提
出
し
、
裁
可
さ
れ
た
。
大
出
科
践
・
彰
化
に
脳
務
穂
局
(
硫
磁
も
経
営
し
、
線
局
の
下
に
分
局
を
設
置
す
る
事
が
あ
っ
た
)
を
設
置
し
、
ま
た
恒

附叫

芹
・
宜
蘭
に
脳
務
局
を
設
置
し
旬
そ
の
利
盆
金
と
茶
の
賛
金
を
撫
墾
経
費
の
補
助
に
あ
て
、

た。

撫
墾
一
が
縫
績
的
に
施
行
で
き
る
よ
う
に
な
っ

さ
て
建
省
以
後
、
撫
墾
の
成
績
は
い
っ
た
い
ど
う
で
あ
っ
た
か
。
そ
れ
は
左
記
の
奏
文
を
見
れ
ば
自
ら
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

劉
銘
停
の
光
緒
十
二
年
の
奏
文
に
、

附
叫

半
裁
之
問
、
招
撫
四
百
徐
祉
、
薙
頭
鋳
化
、
培
地
七
寓
人
、
・
所
験
後
山
、
生
番
居
慮
零
落
、
約
計
不
過
十
高
川

と
あ
り
、
同
十
三
年
四
月
、

「
各
路
生
蕃
開
化
請
奨
員
紳
摺
」
に
は
、

自
上
年
九
月
、
臣
督
大
軍
剣
撫
前
山
中
・
北
雨
路
、
数
月
間
後
山
各
路
凡
二
百
工
以
祉
、
番
了
五
高
除
人
威
奉
約
以
錦
、
前
山
各
軍
亦
綴
撫
二
百
六
十
徐

位
、
薙
髪
者
三
高
八
千
絵
人
。
水
尾
・
蓮
港
・
東
勢
角
・
雲
林
可
墾
田
園
数
十
高
町

と
あ
り
、

ま
た
同
十
五
年
二
月
、

「
全
蓋
生
蕃
蹄
化
摺
」
に
は
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数
年
以
来
各
軍
出
険
入
幽
、
不
遜
療
病
、
鋒
鏑
賂
土
死
亡
数
千
、
仰
頼
天
威
、
生
番
一
律
就
撫
、
雄
策
質
駿
難
襲
化
、
惟
笛
一
亦
以
威
信
、
有
犯
必
懲
。

数
養
番
童
、
開
其
知
識
。
匡
維
源
廃
招
墾
戸
、
務
使
撃
一
気
相
治
、
情
志
相
通
、
庶
可
聴
移
故
句

面

と
見
え
て
い
る
。

と
よ
り
困
難
な
こ
と
で
あ
り
、

わ
ら
ず
、
劉
は
そ
れ
を
恐
れ
ず
、
敢
然
と
力
を
壷
し
て
そ
れ
を
押
し
準
め
た
。
そ
の
成
果
が
ど
れ
ほ
ど
奉
げ
ら
れ
た
か
に
つ
い
て
は
、

右
に
奉
げ
た
劉
の
報
告
内
容
か
ら
見
れ
ば
、
蕃
人
に
劃
す
る
安
撫
の
仕
事
は
議
期
し
た
遁
り
に
達
成
さ
れ
た
よ
う
だ
が
、
撫
墾
の
仕
事
は
も

そ
の
上
経
費
の
制
限
も
あ
っ
た
か
ら
、
計
劃
通
り
に
達
成
さ
せ
る
こ
と
は
難
し
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
に
も
か
か

は
っ
き
り
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確
か
め
ら
れ
な
い
と
し
て
も
、
上
述
の
数
字
に
よ
れ
ば
、

の
一
要
素
で
あ
り
、
劉
の
撫
墾
政
策
は
か
な
り
蓋
湾
蕃
人
の
同
化
即
ち
漢
化
を
準
め
、

か
な
り
の
成
績
を
あ
げ
え
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
民
族
の
相
互
同
化
は
「
近
代
化
」

「
近
代
化
」
を
促
進
す
る
数
果
が
あ

っ
た
も
の
と
思
わ
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れ
る。

正
一

清
朝
の
初
期
、
各
省
に
提
製
道
十
名
を
設
置
し
、
全
省
数
育
事
務
を
監
理
し
た
。
薙
正
四
年
、

は
提
督
皐
政
は
提
皐
使
と
呼
ば
れ
削
。
提
督
皐
政
は
府

・
臨

・
州

・
燃
の
焔
同
学
を
監
督
し
、

偏
向
学
に
は
皐
正
と
訓
導
を
設
置
し
、
豚
儒
開門干
に
は
数
識
と
訓
導
を
設
置
し
た
。

数

育

提
同
学
道
は
提
督
摩
政
と
改
稿
さ
れ
、

清
末
に

府
・
鹿
儒
皐
に
は
教
授
及
び
訓
導
を
設
置
し
、
州

若
干
の
相
違
貼
も
あ

っ
た。

蓋
潤
建
省
以
後
、
提
督

問
円
子
政
は
一
隅
建
蓋
尚
巡
撫
が
粂
任
し
て
い
た
。
そ
の
後
、
提
督
製
政
の
下
に
提
調
官

一
名
を
設
置
し
、
提
調
官
は
知
府
が
粂
任
し
て
い
た
。

董
的
建
省
以
後
、

そ
の
数
育
行
政
系
統
は
大
慌
中
園
内
地
各
省
と
同
じ
で
あ

っ
た
が
、

圭
間
に
お
け
る
数
育
施
設
は
儒
同
学

・
書
院
・
義
製

・
祉
鼠
午
・
民
皐
で
あ
る
。
日
本
の
蓋
商
統
治
以
前
、

蓋
簡
の
儒
摩
は
府
儒
翠
二
、
鯨
儒
間
学

は
十
で
あ
っ
た
。
そ
の
な
か
の
牽
開
府
儒
翠
及
び
苗
粟
幌
儒
皐
は
光
緒
十
五
年
に
設
置
さ
れ
、

た
。
日
本
の
蓋
関
統
治
以
前
、

全
蓋
書
院
は
三
十
七
ケ
所
あ
り
、

華
南
に
最
も
多
く
あ

っ
た
。
書
院
の
な
か
で
、

ま
た
雲
林
脈
儒
四
四
千
は
光
緒
十
六
年
に
設
置
さ
れ

蓬
査
は
光
緒
十
二
年
、

蓋
南
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蓋
中
に
、
破
漢
は
光
緒
十
六
年
、
大
祉
に
、
興
賢
は
光
緒
十
七
年
、
彰
化
に
、

明
道
は
光
緒
十
九
年
、

蓋
北
に
、
崇
基
は
光
緒
十
九
年
、

基
隆
に
そ
れ
ぞ
れ
設
置
さ
れ
た
。

劉
銘
侍
は
蓋
尚
提
督
間半
政
を
一策
任
し
て
い
た
の
で
、
数
育
を
非
常
に
重
視
し
、

蓋
湾
官
接
(
府
・

州

・
麻
儒
皐
を
指
す
)

し
、
試
験
に
お
け
る
違
法
行
筋
を
巌
禁
し
た
。

ま
た
、
劉
銘
停
は
蓋
簡
に
新
し
い
教
育
制
度
を
導
入
し、

西
皐
堂

・
電
報
皐
堂

・
蕃
民
主
主
(
既
述
)
を
創
立
し
た
。

に
、
英
方
は
光
緒
十
三
年
、
高
架
に
、
宏
文
は
光
絡
十
五
年
、

の
四
月
子
生
数

を
調
整

劉
社
繭
公
奏
議
に

事
描伺
岬
府
海
姻
街
閉
式
之
陸
、
通
商
科
吋防
動
闘
交
渉
。
砥
以

一
隅
孤
閥
、
各
閣
語
言
文
字
純
未
知
所
講
求
。
臣
初
到
肇
、
縄
開
持
取
才
内
地
、

重
洋
遁
隔
、
要
挟
多

端
、
月
新
一全
百
険
金
、
向
非
精
通
商
祭
。
因
忠
勝
延
数
習
、
就
地
育
椛

初

擬
官
紳
摘
集
微
資
、
造
就
一

・
二
良
才
、
以
資
任
用
。
詔
一

時
間
風
興
起
、
修

原
俊
秀
、
接
館
市
来
:
・
不
得
不
開
設
準
堂
、
以
瞭
朝
廷
教
育
人
才
之
意
。



西
間
四
千
堂
を
創
立
す
る
理
由
を
述
べ
て
い
る
。
彼
の
建
議
は
裁
可
さ
れ
、
光
緒
十
三
年
三
月
、

立
さ
れ
た
。
光
緒
十
六
年
に
西
事
堂
は
葦
北
域
内
の
西
部
へ
移
さ
れ
た
。
嘗
時
西
拳
堂
の
総
監
は
留
祭
生
の
方
張
爾
城
〈
ま
た
は
午
域
と
い
う
〉

哨
岬

で
あ
っ
た
。
皐
堂
の
授
業
科
目
は
外
交
、
普
通
科
及
び
園
文
で
あ
り
、
準
生
の
鼠
平
虞
h
u
政
府
よ
り
支
給
さ
れ
た
。
し
か
し
、
光
緒
十
七
年
に
至

っ
て
、
新
任
巡
撫
郁
友
澱
は
経
費
の
依
乏
か
ら
西
皐
堂
に
お
け
る
授
業
を
停
止
し
た
。

光
緒
十
六
年
、
劉
銘
俸
は
葦
北
大
稲
垣
の
建
昌
街
に
電
報
皐
堂
を
創
立
し
た
。
畢
生
は
十
名
で
西
皐
堂
と
一
幅
州
船
政
参
堂
か
ら
募
集
し
た
が
、

刊
同
叫

や
は
り
経
費
依
乏
の
た
め
翌
年
停
止
さ
れ
た
。

と
あ
り
、

西
準
堂
が
蓋
北
大
稲
塩
の
六
館
街
に
創

以
上
述
べ
た
と
こ
ろ
を
通
観
す
れ
ば
、
蓋
轡
建
省
後
、
清
朝
政
府
の
蓋
湾
に
於
け
る
数
育
施
設
は
、
奮
数
育
制
度
の
整
頓
と
新
式
皐
堂
の
創

設
が
共
々
相
ま
っ
て
進
行
さ
れ
た
。
こ
の
二
つ
の
事
業
が
行
な
わ
れ
た
の
は
、
殆
ん
ど
初
代
巡
撫
劉
銘
俸
の
功
績
で
あ
る
。
特
に
後
者
に
於
い

て
は
、
劉
の
霊
力
が
な
け
れ
ば
、
恐
ら
く
貫
現
き
れ
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
劉
を
糧
い
だ
部
友
澱
が
、
既
に
創
設
さ
れ
た
新
拳
堂
!
西
皐
堂
・

電
報
皐
堂
・
蕃
皐
堂
ー
を
腰
止
し
た
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
新
事
堂
設
置
に
際
し
、
劉
は
如
何
に
苦
心
し
、
ま
た
困
難
に
遭
っ
た
か
が
容
易

に
想
像
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
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同

産

業

(A) 

樟
脳
及
び
硫
蹟

蓋
濁
建
省
の
際
、
樟
脳
の
年
間
生
産
高
は
約
一
高
石
で
あ
り
、
硫
碩
は
約
六
、
七
千
石
で
あ
っ
た
。
劉
銘
俸
の
推
定
に
よ
れ
ば
、
樟
脳
と
硫

磁
を
官
営
に
す
る
と
、
毎
年
約
三
高
元
位
の
利
盆
を
得
ら
れ
る
筈
で
あ
っ
た
。
彼
は
樽
脳
と
硫
積
を
官
替
に
す
べ
ぎ
回
目
を
上
奏
し
、
裁
可
さ
れ

弘
光
緒
十
三
年
、
全
蓋
脳
積
総
局
を
設
置
し
、
同
時
に
、
北
路
の
大
料
践
と
南
路
の
彰
化
に
脳
務
総
局
を
設
置
し
、
ま
た
南
荘
-
三
角
湧
・

咽
叫

讐
漠
・
軍
蘭
・
集
集
・
埼
里
祉
に
分
局
を
設
置
し
た
。
樟
脳
製
造
業
者
は
撫
墾
局
か
ら
執
照
を
貰
っ
て
山
地
に
入
り
、
樟
脳
を
製
造
し
、
脳
務
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局
は
生
産
者
か
ら
樟
脳
を
毎
捲
八
雨
で
牧
買
し
、
特
許
商
人
に
毎
捨
十
二
両
で
買
っ
て
毎
年
約
百
蔦
雨
以
上
の
利
盆
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。

嘗
時
の
特
許
商
人
は
ド
イ
ツ
人
経
営
の
舎
祉
で
香
港
へ
輸
出
し
、
毎
捲
約
二
十
雨
で
貰
っ
て
い
た
。
光
緒
十
六
年
、
特
許
商
人
が
蓋
北
の
奈
南
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哨
叫

生
と
、
彰
化
の
林
朝
棟
で
検
出
し
た
梅
脳
は
約
六
千
四
百
八
十
捨
で
あ
っ

た。

外
園
商
人
は
儲
か
る
樟
脳
貿
易
に
限
を
つ
け
、
樟
脳
賀
買
専
門
。ブ
ロ
ー
カ
ー
を
た
く
み
に
利
用
し
て
生
産
地
で
樟
脳
を
大
量
に
買
っ
て
い

た
。
例
え
ば
、
光
緒
十
六
年
に
英
園
商
社
の
恰
和
洋
行
は
集
集
で
樟
脳
を
七
百
捨
買
っ
て
鹿
港
へ
運
送
し
、
同
年
九
月
、
ま
た
五
百
四
十
捨
を

鹿
港
へ
運
迭
し
た
。
し
か
し
、
彰
化
脳
務
局
が
そ
の
樟
脳
を
全
部
担
牧
し
た
の
で
、
英
園
駐
安
卒
領
事
は
樟
脳
を
恰
和
洋
行
に
還
け
べ
し
と
の

抗
議
を
巡
撫
に
迭

っ
た
。
そ
の
後
、
英
園
駐
北
京
公
使
は
清
朝
政
府
と
交
渉
し
、
清
朝
政
府
は
戸
部
に
そ
の
案
件
を
慮
理
せ
し
め
た
。
戸
部
の

奏
文
に
、

熟
考
古
今
律
例
、
堕
硝
硫
磁
均
蹄
官
緋
、
厳
私
版
、
除
此
三
項
以
外
来
常
別
有
所
禁
也
。
肇
割
問
内
山
今
以
出
産
樟
脳
・
:
、
樟
脳
一
一
物
原
係
築
材
、
未
可
禁
止

私
版
。
:
伏
乞
詔
筋
宵
担
割
問
巡
撫
劉
銘
停
、
卸
終
樟
脳
一
項
改
潟
民
緋
、
官
府
但
可
徴
税
。

と
あ
り
、
光
緒
十
六
年
十
一
月
、
こ
の
上
奏
は
裁
可
さ
れ
た
。
翌
年

一
月
、
劉
銘
俸
は
、

所
有
蓋
輔
問
樟
脳
、
由
脳
戸
自
行
貸
住
宍
筈
債
高
低
、
出
管
多
寡
、
地
方
官
概
不
遇
問
、
惟
設
局
強
墜
稽
査
、
按
虻
抽
牧
防
費
。
倫
有
好
民
伐
採
樟
脳
私
勲
、
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抗
納
或
抱
欠
防
費
、
際
随
時
査
封
懲
緋
、
洋
商
不
得
干
預
包
撹
。

噛
岬

と
い
う
告
示
を
頒
布
し
、

蓋
轡
に

お
け
る
樟
脳
の
官
営
は
慶
止
さ
れ
た
。

大
出
料
践
と
彰
化
の
脳
務
局
は
稽
査
穂
局
と
な
り
、

南
荘
・
三
角
湧
・
隻
漠

・
軍
蘭

・
集
集

・
捕
里
祉
な
ど
に
稽
査
分
局
が
設
置
さ
れ
、
樟
脂
製
造
の
監
督

・
税
金
徴
牧
を
行
な
っ
た
。

次
に
硫
随
伴
つ

い
て
考
察
す
る
。
蓋
西
北
部
、
大
屯
火
山
の
匡
域
は
有
名
な
硫
積
出
産
地
で
あ
っ
た
。
沈
藻
禎
渡
蓋
以
前
、
硫
磁
の
採
鍍
は
禁

止
さ
れ
て
い
た
が
、
光
緒
元
年
、
沈
は
硫
積
採
掘
を
建
議
し
、
協

可
さ
れ
た
。
し
か
し
硫
磁
を
輸
出
す
る
こ
と
は
許
き
れ
な
か

っ
た。

蓋
間
建

省
の
際
、
蓋
縄
硫
磁
の
生
産
量
は
毎
年
約
六
、
七
千
石
で
あ
っ
た
。
劉
銘
俸
は
推
定
に
基
づ
き
、
も
し
硫
蹟
を
官
営
に
す
れ
ば
相
官
の
利
盆
を

判叫

得
る
こ
と
が
出
来
る
と
し
、
硫
積
官
告
を
建
議
し
て
、
裁
可
さ
れ
た
。
即
ち
、
光
緒
十
二
年、

葦
北
府
に
積
務
組
局
、
ま
た
北
雌
及
び
金
包
里
に

七
寓
斤
で
あ
り
、
利
盆
金
額
は
三
、
四
千
雨
で
あ
っ
た
。

樟
脳
の
官
替
が
肢
止
さ
れ
た
の
で
、
樟
脳
に
関
す
る
事
務
は
布
政
使
司
の
統
轄
に
移
り
、

服
務
分
局
が
設
置
さ
れ
た
。
嘗
時
蓋
湾
硫
般
の
生
産
量
は
毎
年
約
六
、



(B) 

茶
及
び
盟

話
羅
照
志
に
、

羽
岬

水
沙
連
山
、
茶
甚
彩
、
味
別
色
緑
如
松
羅
、
因
産
於
山
谷
深
峻
、
性
厳
寒
、
能
却
暑
消
脹
、
然
路
険
叉
畏
生
番
、
故
不
敢
入
採
。

制川町

と
あ
り
、
康
回
一
末
年
以
来
、
蓋
商
に
は
茶
樹
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
内
地
の
茶
樹
を
蓋
構
へ
移
種
し
た
の
は
嘉
慶
年
聞
の
こ
と
で
あ
る
。
道
光

刊
川

期
、
蓋
濁
の
茶
の
生
産
量
は
次
第
に
多
く
な
り
、
蓋
簡
の
茶
は
内
地
へ
輸
出
さ
れ
て
い
た
。
同
治
時
代
、
蓋
聞
の
烏
龍
茶
が
有
名
に
な
り
、

要
な
輸
出
品
の
ひ
と
つ
に
な
っ
た
。

重

同
治
八
年
、
蓋
湾
の
茶
は
二
千
一
百
三
十
携
を
直
接
米
園
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
へ
輸
出
し
た
。
こ
れ
以
後
、
蓋
簡
茶
は
直
接
に
外
園
へ
織
田
さ
れ
る

叫

岬

叩

叫

よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
印
度
・
セ
イ
ロ
ン
な
ど
も
茶
を
大
量
生
産
し
て
職
出
し
た
の
で
、
蓋
掛
問
茶
業
に
相
嘗
の
影
響
を
及
ぼ
し
た
。

そ
こ

で
、
蓋
潤
茶
業
の
前
途
の
た
め
、
劉
銘
停
は
茶
業
を
整
備
し
、
光
緒
十
三
年
、
蓋
湾
茶
業
の
組
織
を
擦
大
し
、
茶
葉
の
品
質
を
改
良
し
た
。
即

ち
、
蓋
此
大
稲
塩
に
「
永
和
輿
」
と
い
う
茶
郊
(
曾
枇
に
類
す
る
商
業
組
合
)
を
組
織
し
、
種
々
の
弊
害
の
根
源
を
除
き
、

目
差
し
た
。

外
園
市
場
の
開
拓
を
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劉
銘
停
が
蓋
湾
茶
業
を
整
備
し
た
後
、
蓋
湾
茶
葉
の
生
産
量
は
大
幅
に
増
加
し
、
同
治
四
年
、
蓋
潤
か
ら
職
出
し
た
茶
葉
は
十
三
寓
六
千
斤
、

光
緒
十
九
年
に
は
一
千
六
百
三
十
九
蔦
四
千
斤
以
上
と
な
り
、
茶
葉
は
蓋
簡
の
最
も
重
要
な
職
出
品
に
な
っ
恥
。
首
時
、
蓋
潤
茶
葉
の
主
要
な
消

費
地
は
、
烏
龍
茶
で
あ
れ
ば
、
米
園
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
と
シ
カ
ゴ
、
向
種
茶
は
東
南
ア
ジ
ア
方
面
で
あ
っ
た
。
と
の
よ
う
に
し
て
、
茶
葉
は
蓋

潤
財
政
及
び
民
生
上
、
非
常
に
重
要
な
位
置
を
占
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。

a

「
近
世
中
園
に
お
い
て
は
、
盤
利
は
園
家
の
財
政
上
重
要
な
地
位
を
占
め
て
い
た
」
が
、
蓋
湾
に
お
い
て
も
、
瞳
利
は
財
政
上
重
要
な
地
位

を
占
め
て
い
た
。
こ
の
黙
を
劉
銘
俸
は
よ
く
理
解
し
、

盟
政
の
改
革
に
着
手
し
た
。
即
ち
、
蓋
北
に
瞳
務
総
局
を
設
置
し
て
蓋
間
腫
政
の
事
務
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を
管
轄
せ
し
め
、
瞳
務
総
局
の
総
理
は
巡
撫
が
粂
任
し
、

し
、
そ
の
督
掛
は
蓋
構
這
が
粂
任
し
、
蓋
南
の
五
撞
場
及
び
蓋
商
南
部
醸
の
生
産
・
運
搬
・
販
買
な
ど
を
庭
理
し
た
。

瞳
務
総
局
の
督
脚
は
布
政
使
が
衆
任
し
て
い
た
。
ま
た
、
蓋
南
に
盟
務
分
局
を
設
置

と
の
外
、
基
隆
・
淡
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水

・
安
平

・
高
雄
に
配
運
所
を
設
置
し
て
一暢
建
か
ら
の
脳
血
の
購
入
と
運
搬
等
を
虚
理
し
た
。
蓋
湾
に
お
い
て
航
、
各
地
に
総
舘

・
分
舘
及
び
子

舘
を
設
置
し
て
盤
を
貰
り
、
交
通
不
便
な
場
所
で
は

、
商
庖
で
貰

っ
た
。
こ
れ
が
葦
湾
瞳
の
専
頁
制
度
で
あ
る
。

嘗
時
、
査
開
盟
の
総
館
は
恒
脚

・
宜
関

・
新
竹
・
大
甲

・
鹿
港
・
嘉
義

・
葦
楠

・
鳳
山
・
恒
春
・

嬬
宮
の
十
ケ
所
に
設
置
さ
れ
た
。
総
館
の

下
に
分
館
と
子
館
を
設
置
し
た
が
、
そ
の
職
務
は
瞳
の
運
織
と
販
買
で
あ

っ
た
。
盟
政
整
備
を
程
た
後
、
蓋
湾
に
お
け
る
盟
利
は
毎
年
二
十
高

元
で
あ

っ
b
d
瞳
利
は
蓋
簡
の
財
政
上
重
要
な
地
位
を
占
め
、
蓋
漕
盟
業
に
よ
い
基
礎
を
輿
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

約

清

賦

清
仰
戦
争
の
た
め
、
清
朝
に
よ
っ
て
蓋
替
に
波
遣
さ
れ
た
劉
銘
俸
は
、
清
併
戦
争
以
後
、

ひ
と
つ
で
あ

っ
削
。
そ
こ
で
清
賦
は
蓋
湾
建
省
以
後
の
重
要
な
政
策
に
な

っ
た。

施
政
上
の
四
方
針
を
提
出
し
た
が
、
清
賦
も
そ
の

劉
社
粛
公
奏
議
巻
七
、

「且奥
田
清
賦
申
明
賞
罰
摺
」
に
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宵
宜
融
時
四
局
海
彊
険
要
之
医
、
奉
詔
改
岳
同
行
省
、
事
繁
費
E
、
・
不
能
不
就
地
繁
到
、
期
於
三

・
五
年
後
、
以
墓
地
自
有
之
財
、
供
墓
地
経
常
之
用
。

と
あ
り
、
彼
は
園
防
及
び
財
政
上
の
見
地
か
ら
清
賦
を
考
え
て
い
た
が
、
同
時
に
農
民
の
租
税
を
公
平
化
す
る
た
め
で
も
あ
っ
た
。
一
唱
建
通
志

川
叫

・
蓋
開
府
に
、
蓋
商
租
税
は
蘇
松
二
府
の
二
、
三
倍
と
書
か
れ
て
お
り
、
劉
枇
粛
公
奏
議
に
、

供
賦
軽
重
ド
南
北
懸
殊
。
:
若
照
雄
間
関
征
、
重
軽
不
一
、

小
民
若
累
、
軽
減
何
由
、
自
非
通
繁
全
局
、
男
訂
賦
章
不
可
。

・:
賦
飢
如
此
、
非
清
澄
劃
て
不

足
以
除
積
弊
。

と
あ
り
、

ま
た
同
書
巻
七、

「
量
田
清
賦
申
明
賞
罰
摺
」
に
、

臣
渡
肇
以
来
、
細
訪
民
間
賦
税
、
較
之
内
地
、
未
見
減
軽
、
不
勝
驚
樗
。
久
之
察
所
由
来
、
皆
係
紳
民
包
撹
。
如
某
慮
有
田
可
墾
、
先
由
墾
首
選
宮
前
承
包
、

然
後
分
給
墾
戸
。
墾
首
但
呈
一
票
、
不
費
一
一
鋭
、
成
熟
後
、
墾
首
毎
歳
抽
租
一
成
、
名
目
大
租
。
叉
有
屯
租
・
険
租
諸
名
、
不
可
枚
彦
。

と
あ
り
、
首
時
蓋
湾
に
は
、
租
税
の
過
重
・
租
率
の
不

一
致

・
戸
籍
の
混
凱

・
脱
税
な
ど
の
諸
弊
害
が
あ
る
こ
と
を
劉
は
指
摘
し
、

端
、
有
碍
園
計
民
生
。
若
不
及
早
清
査
、
始
害
伊
於
胡
底
」
と
い
っ
て
い
る
。
劉
は
以
上
の
動
機
か
ら
清
賦
を
決
意
し
、

「種
々
弊

戸
口
・を
調
査
し
、
保



甲
を
絹
慨
す
る
令
を
各
府
・
豚
に
申
し
付
け
た
。
さ
て
、
光
緒
十
二
年
四
月
、
劉
は
清
賦
拠
局
を
設
置
す
べ
し
と
い
う
奏
交
を
提
出
し
、
裁
可

さ
れ
る
。
清
朝
政
府
は
清
賦
局
を
葦
北

・
蓋
湾
の
雨
府
に
設
置
、
各
鯨
に
分
局
を
設
置
し
た
。
七
月
よ
り
清
丈
は
開
始
さ
れ
、

章
程
を
頒
布
し
、
八
月
よ
り
清
丈
車
位
を
畝
と
規
定
し
た
。
清
丈
の
範
圏
は
民
田
と
蕃
田
と
を
包
含
し
て
い
た
。

ま
た
清
丈
工
作

清
丈
の
結
果
は
地
固
に
作
成
さ
れ
た
。
町
ち
、

各
将
清
賦
分
局
の
曾
樹
委
員
は
そ
の
清
丈
の
結
果
を
散
園
・
匡
園
及
び
荘
園
に
作
成
し
て
各

牒
清
賦
局
に
迭
り
、

そ
こ
で
荘
園
に
よ
っ
て
壁
園
を
、

壁
聞
に
よ

っ
て
将
園
を
作
成
し
た
。
別
に
曾
樹
委
員
の
手
に
な
る
散
固
に
よ
っ
て
田
園

の
界
線
・
面
積
及
び
地
主
の
氏
名
な
ど
を
記
入
し
た
八
僅
魚
鱗
加
を
作
成
し
た
。

一
畳
或
は
一
里
の
田
園
の
面
積
及
び
租
税
な
ど
を
記
入
し
て

い
る
の
は
簡
明
総
括
園
加
で
あ
り

豚

・
府

・
道
・
蓋
商
布
政
使

・
一
隅
建
蓋
商
巡
撫

・
闘
漸
総
督
及
び
戸
部
に
置
か
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
清
朝

は
蓋
潤
の
租
税
及
び
戸
口
を
把
握
す
る
こ
と
が
容
易
に
な
っ
た
。

劉
銘
俸
は
清
丈
と
と
も
に
租
税
率
を
改
正
し
た
が
、
光
緒
十
三
年
に
改
正
さ
れ
た
租
税
率
は
内
地
同
安
下
沙
成
例
に
よ
っ
て
、

十
一

一畝
e

こ
と

に
、
上
回
は
銀
二
雨
四
銭
六
分
、
中
田
は
二
雨
、
下
回
は
一
雨
六
銭
六
分
を
徴
牧
し
、
上
園
は
中
田
と
み
な
し
、
中
園
は
下
回
と
み
な
し
、
下

田
賦
正
供
の
外
、
向
補
水

・
卒
除
が
あ
る
。
即
ち
蓋
湾
は

内
地
に
な
ら

っ
て
徴
税
す
る
場
合
、
毎
両

一
銭
を
徴
牧
す
る
(
補
水
)
外
、
卒
除
銀
一
銭
五
分
を
培
牧
し
た
の
で
あ
引
。
』
こ
」
の
外
、
光
緒
十
三

年
十
二
月
旦
言
の
&
告
戸
示
で
は
小
租
戸
の
業
主
権
を
確
定
し
、
大
租
権
を
認
め
て
い
る
。
光
緒
十
四
年
四
月
、

「減
四
留
六
」
の
法
令
を
頒
布
し
、

大
租
権
を
保
障
し
た
。

園
及
び
下
下
回
は
下
回
の
八
割
、

下
下
園
は
下
下
回
の
八
割
を
徴
牧
す
る
。

ま
た
、

蓋
湾
建
省
以
後
の
清
賦
政
策
は
光
緒
十
五
年
末
に
迭
に
完
成
し
た
。
嘗
時
の
統
計
に
よ
れ
ば
、
清
賦
の
結
果
、

多
き
に
達
し
、
従
前
の
牧
入
十
八
寓
二
千
両
に
比
す
れ
ば
、
寅
に
三
倍
牢
強
の
増
加
を
見
る
に
至
っ
た
。

地
租
穂
額
は
六
十
七
古
尚
南
の

以
上
述
べ
た
如
く
、
建
省
後
に
清
朝
政
府
に
よ

っ
て
寅
施
さ
れ
た
清
賦
は
蓋
漕
歴
史
上
に
お
い
て
重
要
な
政
策
で
あ

っ
た
。
即
ち
、
清
賦
以

租
税
率
が
内
地
の
二
倍
に
上
り
、
租
税
率
は
不
一
致
で
、
戸
籍
が
混
蹴
し
、脱
税
な
ど
の
諸
弊
害
が
多
か

前
、
蓋
湾
の
財
政
は
窮
迫
し
て
い
た
。

335 

っ
た
が
、
清
賦
以
後
、
以
上
の
弊
害
は
消
滅
し

財
政
牧
入
は
極
め
て
良
好
に
増
加
し
、

そ
の
牧
入
は
「
近
代
化
」
事
業
に
投
資
す
る
こ
と
が

-'2:7ー
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そ
れ
が
延
い
て
は
日
本
に
よ
る
領
有
以
後
の
地
租
改
正
の
成
功
に
も
貢
献
し
て
い
る
。
蓋
婦
問
の
祉
曾
は
建
省
以
前
よ

り
も
安
定
し
、
華
街
建
設
の
基
盤
も
確
立
し
て
、
葦
間
「
近
代
化
」
は
以
前
に
も
増
し
て
速
や
か
に
展
開
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

出
来
る
よ
う
に
な

っ
た
。

的

チて
__，.ーー

通

(A) 

海

運

清
俳
戦
争
の
際
、
併
園
海
軍
の
蓋
間
封
鎖
に
よ
り
蓋
湾
の
海
上
交
通
は

一
時
中
断
し
た
が
、
戦
後
、
劉
銘
俸
は
海
運
事
業
を
重
視
し
、
積
極

的
に
経
営
し
た
。
光
緒
十
一
年
、
「
飛
捷
」

・
「
威
利
」

・
「
高
年
輩
円
」
と
い
う
船
を
葦
簡
と
大
陸
沿
海
岸
の
各
海
港
聞
に
航
行
せ
し
め
た
が
、

翌
年
、
招
商
局
は
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
(
新
加
披
)
に
分
局
を
設
置
し
、
三
十
ト
一
首
阿
南
で
「
駕
時
」
・
「
斯
美
」
と
い
う
新
し
い
船
を
買
い
、
上
海
・

香
港
・
ベ
ト
ナ
ム
・
フ
ィ
リ
ピ
ン
と
の
聞
に
航
行
さ
せ
て
い
る
。
連
横
は
、

先
是
光
緒
二
年
、
帆
船
之
至
淡
水
者
百
十
一
般
、
而
輪
船
僅
四
十
四
般
。
至
十
い
い
年
、
則
帆
船
減
食
八
般
、
而
輸
船
場
至
百
二
十
六
般
、
計
有
十
七
高
七
千

五
百
飴
噸
。
蓋
自
銘
伴
治
翠
以
後
、
物
産
大
興
、
商
務
日
盛
、
而
航
運
亦
受
其
利
。

と
い
っ
て
、
葦
間
海
運
事
業
は
巡
撫
劉
銘
俸
の
任
期
内
に
非
常
に
活
液
化
し
、
ま
た
外
園
船
も
蓋
商
産
の
煎
糖
と
茶
葉
を
運
轍
す
る
た
め
増
加

し
た
。
劉
巡
撫
退
任
後
の
光
緒
十
七
年
三
月
、
新
任
巡
撫
郁
友
澱
は
専
ら
縮
小
方
針
を
取
山
、
官
替
の
海
運
事
業
を
贋
止
し
た
た
め
、
そ
の

後
、
蓋
簡
の
海
運
事
業
は
英
園
商
社
の
得
思
利
土
輸
船
曾
祉
の
濁
占
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。

蓋
簡
建
省
以
後
、
海
港
の
嘩
定
基
隆
港
だ
け
で
あ
っ
た
。
基
隆
は
原
名
を
鶏
寵
あ
る
い
は
大
鶏
寵
と
い
い
、
光
緒
元
年
、
「
基
地
隆
昌
」

の
意
味
で
基
隆
と
命
名
さ
れ
た
。
光
緒
十
三
年
、
劉
の
基
隆
港
建
設
の
奏
文
が
裁
可
さ
れ
、
彼
は
林
維
源
を
粂
任
填
築
基
隆
口
一
組
蹄
に
任
命
し、

外
人
技
師
を
雇
傭
し
て
基
隆
建
設
に
従
事
さ
せ
た
。
し
か
し
、
三
年
後
、
経
費
の
問
題
で
基
隆
港
建
設
は
中
止
さ
れ
、
劉
の
目
標
は
達
成
さ
れ

な
か
っ
た
。
け
だ
し
首
時
の
一
般
人
は
劉
の
よ
う
に
遠
大
な
見
識
を
も
っ
て
は
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

(B) 

郵
便
及
び
電
信

同
治
十
三
年
、
沈
謀
禎
は
蓋
湾
に
姑
書
館
を
設
置
し
た
。
こ
れ
は
嘗
時
の
蓋
湾
郵
便
制
度
で
あ
る
。
光
緒
十
四
年
、

一
服
建
蓋
湾
巡
撫
劉
銘
停

-28ー



は
蓋
種
郵
便
制
度
を
改
革
す
る
旨
の
奏
文
を
提
出
し
、
裁
可
さ
れ
た
。
嘗
時
、
蓋
湾
の
新
郵
便
制
度
は
欧
洲
の
郵
便
制
度
を
参
酌
し
て
、
古
い

「
姑
制
」
を
改
革
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
即
ち
、
光
緒
十
四
年
の
二
月
初
十
日
、
郵
政
組
局
が
葦
北
城
に
設
置
さ
れ
、
巡
撫
は
こ
れ
を
直
接
的

に
管
理
し
、
そ
の
線
開
に
は
候
補
選
張
維
卿
を
任
命
し
た
d

ま
た
、
葦
北
・
蓋
南
に
郵
政
組
拍
を
設
置
し
、
組
拍
の
下
に
姑
書
・
姑
目
・
姑
失

が
置
か
れ
削
。
ま
た
穂
砧
の
ほ
か
、

正
姑
・
腰
姑
・

傍
姑
が
設
置
枯
れ
て
い
た
。
郵
政
総
局
の
告
示
に
よ
り
、

蓋
関
全
土
に
は
正
姑
十
五
・
腰

姑
十
二
・
傍
砧
九
が
置
か
れ
、
路
程
は
一
千
一
百
七
十
里
で
あ
っ
た
。

嘗
時
の
切
手
に
は
二
種
類
あ
り
、

一
つ
は
表
面
に
隷
書
で
「
郵
政
商
票
」
と
い
う
文

字
が
書
か
れ
て
い
た
。
官
用
で
「
蓋
湾
郵
票
」
を
使
用
す
る
場
合
は
料
金
は
無
料
で
、
普
通
の
書
信
は
距
離
と
重
さ
と
に
よ
っ
て
料
金
を
排
い
、

「
郵
政
商
票
」
を
使
用
し
た
。

一
つ
は
表
面
に
象
書
で
「
蓋
湾
郵
票
」
と
い
う
文
字
、

劉
銘
俸
が
設
立
し
た
郵
便
制
度
は
た
だ
に
蓋
湾
省
の
財
政
に
利
盆
を
粛
し
た
の
み
な
ら
ず
、

嘗
時
の
統
計
に
よ
れ
ば
、
郵
便
費
の
牧
入
は
年
間
約
一
高
爾
以
上
村
あ
り
、
新
郵
便
制
度
は
蓋
湾
「
近
代
化
」
を
一
歩
前
進
さ
せ
た
。
中
圏
内

地
の
新
郵
便
制
度
の
施
行
は
光
緒
二
十
七
年
以
後
の
こ
と
で
あ
り
可
蓋
湾
の
郵
便
制
度
は
中
圏
内
地
よ
り
も
一
歩
先
ん
じ
て
い
た
。
こ
の
よ
う

に
郵
便
制
度
は
蓋
商
に
大
き
な
貢
献
を
果
た
し
た
が
、
嘗
時
の
一
般
人
は
劉
の
遠
大
な
見
識
を
理
解
し
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

人
民
の
一
踊
利
を
も
ま
た
増
進
し
た
の
で
あ
る
。

- 29-

蓋
湾
に
於
け
る
電
信
の
創
設
は
同
治
十
三
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
日
本
軍
基
潤
侵
犯
の
際
、
沈
藻
禎
は
軍
事
上
の
見
地
か
ら
、
電
線
を
設
置

す
る
計
劃
を
清
朝
に
申
し
出
て
、
裁
可
さ
れ
た
。
光
緒
三
年
(
一
八
七
七
年
)
七
月
、
一
隅
建
巡
撫
丁
日
昌
は
蓋
潤
の
電
線
架
設
に
着
手
し
、
九
月

に
完
成
し
た
。

劉
銘
俸
は
、

:
:
:
蓬
湾

一
島
、
孤
懸
海
外
、
往
来
文
報
屡
阻
風
高師
、
毎
至
市
月
粂
旬
、
不
通
品
目
信
、
水
陸
電
線
質
震
目
前
官
同
不
可
綾
之
急
闘
。
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と
い
っ
て
、
電
信
建
設
を
非
常
に
重
視
し
、
電
信
の
建
設
計
劃
を
清
朝
に
奏
請
し
、
裁
可
さ
れ
た
。
そ
こ
で
、
蓋
北
に
電
報
総
局
を
置
き
、
張
維

卿
を
椋
加
に
任
命
し
、
基
隆
・
福
尾
を
起
黙
と
し
て
、
南
は
葦
北
・
蓋
南
・
安
卒
を
経
て
、
務
湖
の
嬬
宮
港
に
聯
絡
し
、
北
は
橿
尾
を
経
て
、
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一附
州
の
川
石
山
に
至
り
、

一隅
州
幹
線
に
接
続
し
た
。
首
時
金
蓋
閣
の
電
線
の
長
さ
は
水
路
と
陸
路
あ
わ
せ
て
九
百
里
で
あ
り
、
経
費
に
は
二
十

八
高
七
千
両
を
要
し
た
。

電
線
架
設
以
後
、
劉
は
華
北
・

基
隆

・
沼
尾

・
新
竹
・
彰
化

・
嘉
義

・
蓋
南

・
安
卒

・
旗
後

・
鳩
宮
な
ど
に
電
報
局
を
設
置
し
、
官
は
~
葦
北

に
電
報
総
局
を
設
置
し
た
。
総
局
に
は
総
出

・
提
調

・
文
案

・
禽
計
が
設
置
さ
れ
た
。
技
師
長
は
外
人
ハ
ン
セ
ン

(Z
E
M
ゆる

で
あ
っ
た
。

た
、
光
緒
十
年
、
電
信
技
術
員
を
養
成
す
る
た
め
、

葦
北
に
電
報
皐
堂
を
創
立
し
た
。

ま

(C) 

鍛

道

晴
山

一
幅
建
巡
撫
丁
目
昌
は
蓋
間
に
お
け
る
鍛
道
建
設
を
清
朝
に
建
議
し
た
。

奏
文
を
提
出
し
た
の
だ
が
、
経
費
の
問
題
で
賀
行
さ
れ
な
か
っ

た
。

丁
目
昌
は
園
防
上
の
理
由
か
ら
鍛
路
建
設
を
企
園
し
、
中
央
政
府
に

光
緒
初
年
、
李
鴻
章

・
郭
嵩
戴

・
醇
一帽
成
は
鍛
路
建
設
を
主
張
し
て
お
り
、
銭
道
の
利
黙
を
理
解
し
て

い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
光
緒
六
年
、

銭
路
之
利
於
掛
川
務
・
賑
務

・
商
務

・
政
務

・
盤
掲

・
行
援
者
、
不
可
殉
述
、
而
於
用
兵
一
道
、
尤
篤
急
不
可
綬
之
闘
。

- 30ー

伊
惣
事
件
の
た
め
劉
銘
俸
は
清
朝
の
命
に
従
っ
て
北
京
に
到
着
し
た
が
、

と
い
う
奏
文
を
提
出
し
、
餓
道
に
封
す
る
認
識
の
一
端
を
示
し
て
い
る
。

光
緒
十

一年、

劉
銘
俸
は
蓋
簡
に
餓
道
を
開
通
さ
せ
る
た
め
、
蓋
尚
西
部
の
海
岸
に
鍛
道
建
設
を
計
劃
し
、
同
十
三
年
三
月
、

惟
以
鍛
路

一
事
、
臣
知
其
利
、
国
経
費
無
出
、
昨
岬
路
未
敢
狩
議
場
排
。
現
抜
該
委
員
等
古
来
請
由
商
人
承
修
、
於
公
款
無
関
出
入
、
将
坐
枚
厚
利、

貿
於
肇
海

大
局
有
禅
。
所
有
鍛
路
利
盆
、

除
便
於
勝
務

・
盤
務

・
商
務
不
計
外
、
目
前
之
大
利
有
三

・
:
有
禅
於
海
防
者
一
也
;
・
・
有
緯
於
建
立
省
城
者
二
也
;
・
有

博
於
宙
望
濁
工
程
者
三
也
。
医
於
光
絡
六
年
曾
経
隙
隙
具
奏
織
路
之
利
、
其
時
風
気
未
開
、
不
加
熱
異
議
。
現
在
閲
卒
業
雌
神
有
携
様
、
可
稗
群
疑
。

E
妥
鴻
輿

内
地
不
問
、
興
修
鍛
路
、
商
民
国
多
築
従
、
紳
士
亦
無
異
議
。
如
蒙
天
思
附
准
開
灘
、
有
禅
於
蜜
海
大
局
、
費
非
浅
町

と
い
う
奏
文
を
提
出
し
、
五
月
二
十
日
、
裁
可
さ
れ
た
。
さ
て
、
劉
銘
博
は
東
南
ア
ジ
ア
の
一
幅
建
省
籍
商
人
の
資
金
を
募
集
し
よ
う
と
し
、

南
ア
ジ
ア
商
務
視
察
の
矯
め
、
革
職
道
員
張
鴻
旅
及
び
候
補
知
府
李
形
恩
を
汲
遣
し
た
。
こ
の
時
、
蓋
北
に
蓋
湾
銭
道
総
局
を
置
さ
、
記
名
提 東



督
劉
朝
幹
を
総
緋
に
任
命
し
制
。
技
師
に
は
外
人
ベ
ッ
カ

l
a
o
n
r
q
ワ

irス
ン
〈
当
・
巧
曲

zg)、

マ
セ
ス
ン
(
出
・
。
・
玄
三
宮
臼
O

ロ
〉
等
を
雇
傭
し
て
鯨
道
工
事
を
援
助
さ
せ
て
い
た
。

、
ッ
チ
ェ
ル
(
巴
・

ζ
x
n
r包
】
)

及
ひ

光
緒
十
三
年
六
月
、
工
事
は
蓋
北
の
大
稲
塩
に
始
ま
り
、
余
得
昌
の
率
い
る
昌
字
四
替
の
兵
卒
が
櫓
賞
し
た
。
蓋
湾
鎮
道
建
設
の
た
め
の
材

料
は
、
基
隆
か
ら
蓋
北
ま
で
は
ド
イ
ツ
商
社
泰
来
洋
行
及
び
山
打
士
洋
行
が
引
き
請
け
、
蓋
北
か
ら
彰
化
ま
で
は
英
園
商
社
恰
和
洋
行
が
引
き

請
け
て
い
た
。
し
か
し
、
枕
木
は
一
隅
建
あ
る
い
は
香
港
か
ら
購
入
し
た
。

刊
叫

ま
た
経
費
も
不
足
が
ち
で
あ
っ
た
の
で
、
兵
卒
を
調
遣
し
て
畿
道
修
築
に
従
事
さ
せ
た
が
、
兵
卒
の
敏
道
修

ま
た
兵
卒
と
外
人
技
師
が
協
力
し
な
か
っ
た
こ
と
も
あ

っ
て
織
道
修
築
の
準
度
は
遅
か
っ
た
。
そ
れ
故
蓋
轡
鎮
道
工
事
は
光

緒
十
九
年
に
や
っ
と
新
竹
ま
で
完
成
し
則
。

嘗
時
蓋
湾
で
は
賃
金
が
高
く
、

築
技
術
は
悪
く
、

同
十
七
年
三
月
、
部
友
嫌
が
一
隅
建
蓋
簡
誠
一
撫
に
な
い
た
が
、

部
は
財
政
困
難
の
理
由
か
ら
、
建
省
以
来
の
諸
種
の
施
設
を
中
止
し
、
識
道
建
設
も
財
政
困
難
の
理
由
で
、
同
十
九
年
に
中
止
さ
せ
た
。
結
局

識
路
は
基
隆
か
ら
新
竹
ま
で
長
さ
一
百
八
十
五
里
で
あ
り
、
経
費
は
銀
一
百
二
十
九
寓
五
千
九
百
六
十
南
を
要
し
た
。

銭
道
修
築
完
成
以
後
、
毎
日
汽
車
が
三
回
往
復
し
、
乗
客
は
基
隆
か
ら
蓋
北
ま
で
毎
日
約
五
百
人
、
蓋
北
か
ら
新
竹
ま
で
約
四
百
人
で
あ
っ

匂
こ
の
よ
う
に
敷
設
さ
れ
た
鍛
遁
の
距
離
も
短
く
、
人
民
も
近
代
的
交
通
機
関
を
あ
ま
り
利
用
し
よ
う
と
し
な
か
っ
た
の
で
、
蓋
簡
の
鍛
道

は
充
分
そ
の
機
能
を
瑳
揮
す
る
と
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
し
か
し
従
来
に
比
べ
れ
ば
、
鍛
道
建
設
が
蓋
湾
の
経
済
及
び
祉
曾
に
劃
し
て
賀
し
た

織
道
修
築
中
の
光
緒
十
六
年
十
月
、
劉
銘
停
は
一
隅
建
蓋
簡
巡
撫
の
任
を
退
、
容
、

- 31ー

利
盆
に
は
相
嘗
大
き
い
も
の
が
あ
っ
た
こ
と
は
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

四

結

舌五
ロロ

中
園
大
陸
の
東
南
海
上
に
位
置
す
る
蓋
簡
は
、
長
い
間
大
陸
と
の
交
渉
も
稀
れ
で
、
若
干
の
大
陸
か
ら
の
殖
民
活
動
を
除
け
ば
、
中
園
歴
代
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王
朝
と
の
関
係
も
薄
か
っ
た
。
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清
朝
は
康
回
一
二
十
二
年
、
病
海
将
軍
施
政
を
源
遣
し
蓋
湾
を
征
服
し
た
が
、
そ
の
目
的
は
「
反
清
復
明
」
勢
力
の
討
伐
に
あ
り
、
征
服
以
後

積
極
的
な
針
蓋
憎
政
策
を
採
る
こ
と
は
な
く
、
そ
の
欣
態
が
長
く
績
い

た
。
し
か
る
に
十
九
世
紀
以
後
の
西
洋
列
強
に
よ
る
中
園
侵
略
が
中
園

を
揺
り
動
か
し
園
際
社
合
同に
各
さ
込
む
に
及
び
、
蓋
湾
の
持
つ
意
義
は
自
然
続
完
化
せ
さ
る
を
得
な
か
っ
た
。
即
ち
、
十
九
世
紀
以
後
、
産
業
革

命
を
経
た
西
洋
列
強
諸
闘
が
ア
ジ
ア

・
ア
フ

リ
カ
に
膨
張
し
、
中
園
に
も
そ
の
ほ
こ
先
が
む
け
ら
れ
る
に
及
び
、
こ
こ
に
中
園
侵
略
の
基
地
と

し
て
蓋
商
の
重
要
性
が
列
強
に
よ

っ
て
認
識
さ
れ
る
と
と
と
な

っ
た
。
威
盟
八
年
及
び
同
十
年
の
天
津

・
北
京
南
保
約
の
結
果
、
蓋
湾
の
港
口

が
開
港
さ
れ
て
よ
り
、
蓋
間
に
お
い
て
様
々
の
封
外
案
件
が
瑳
生
し
た
。
例
え
ば
、

件
、
日
本
軍
犯
蓋
事
件
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
ら

一
連
の
事
件
は
い
ず
れ
も
列
強
の
帝
闘
主
義
政
策
の
具
鐙
的
表
現
で
あ

っ
た
が、

特
に
明
治

そ
の
後
の
蓋
簡
の
歴
史
に
大
き
な
影
響
を
輿
え
た
。
こ
の
事
件
の
結
果
、
中
園
の
園
際
的
地
位

教
案
、
樟
脳
紛
糾
事
件
、
安
卒
事
件
、

米
船
ロ
パ

l
続
事

維
新
を
鰹
た
新
興
日
本
の
蓋
間
侵
犯
事
件
は
、

は
下
落
し
た
が
、
そ
の
か
わ
り
に
清
朝
は
蓋
間
保
全
の
重
要
性
を
認
め
、
蓋
潤
建
設
に
積
極
的
に
取
組
む
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
蓋
湾
建
省

- 32ー

は
時
期
尚
早
と
し
て
延
期
さ
れ
た
。
光
緒
十

一
年
、
清
併
戦
争
に
及
び
、

月
初
五
日
、

蓋
間
府
・

葦
北
府
を
改
め
て

「行
省
」

と
し
、
同
年
十
月
、

清
朝
は
積
極
的
な
蓋
湾
建
設
を
決
定
し、

審
議
考
慮
の
末
、
同
年
九

以
上
に
よ
り
、

劉
銘
俸
が
初
代
一
幅
建
蓋
濁
巡
撫
に
任
命
さ
れ
た
。

「蓋
湾
建
省
」
は
列
強
諸
圏
の
侵
略
と
密
接
な
関
係
に
あ
り
、

列
強
の
侵
略
に
謝
す
る
清
朝
の
封
態
策
の
一
と
し
て
帰
さ
れ
た
こ
と
が
理
解
で

き
る
。蓋

間
建
省
後
、
蓋
潤
に
お
い
て
は
様
々
な
改
革
が
行
な
わ
れ
た
。

行
政
組
織
の
強
化
及
び
細
密
化
、
行
政
匡
域
の
調
整
、
官
僚
組
織
の
完
備

は
政
治
面
に

お
け
る
「
近
代
化
」
を
一

歩
進
め
た
。
ま
た
園
防
に
お
い
て
も
諸
々
の
改
革

・
強
化
が
痛
さ
れ
、
従
来
の
脆
弱
な
防
衛
力
の
克
服

に
努
め
る
と
と
も
に
、
機
器
局

・
火
薬
製
造
所
を
設
立
し
、

政
策
、
ま
た
、
樟
脳

・
硫
破
・
茶
葉

・
盟
務
な
ど
に
関
す
る
諸
政
策
は
木
論
文
で
述
べ
た
よ
う
に
各
々
そ
の
経
営
方
式
に
差
違
は
あ
っ
て
も
、

い
ず
れ
も
蓋
潤
産
業
及
び
財
政
牧
入
上
に
極
め
て
重
要
な
意
味
を
も

っ
て
い
る
。
さ
ら
に
「
近
代
化
」
に
不
可
依
な
交
通
の
護
展
も
未
熟
な
が

ら
建
省
後
に
そ
の
第

一
歩
を
歩
み
始
め
た
の
で
あ
る
。
以
上
、建
省
後
の
諸
改
革
は
相
互
に
関
連
し
合
っ
て
、遂
行
さ
れ
、蓋
湾
の
政
治
・
祉
舎

・

蓋
湾
軍
需
工
業
の
基
礎
が
築
か
れ
た
。
そ
の
他
、
撫
墾

・
数
育
改
革

・
清
賦
の
諸



経
済
上
に
甚
大
な
貢
献
を
な
し
た
。
就
中
、
蓋
湾
の
「
近
代
化
」

史
上
劃
期
的
な
意
義
を
有
す
る
も
の
と
断
言
出
来
る
だ
ろ
う
。

註
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ω
清
代
肇
湾
省
に
閲
す
る
研
究
に
は
、
す
で
に
伊
能
嘉
矩

『
肇
湾
巡
撫
と

し
て
の
劉
銘
侍
』
(
牽
北
、
新
高
堂
書
庖
、
一
九

O
五
年
〉
、
李
騰
獄
等

「
劉
銘
侍
在
墓
湾
」
(
文
献
専
刊
、
第
回
答
第
一
-
一
一
期
、
一
九
五
三
年
)

林
熊
群
「
塞
湾
建
省
輿
劉
銘
侍
」
(
肇
湾
文
化
論
集
付
、
一
九
五
四
年
)
、

王
園
藩
「
劉
銘
停
」
(
豪
北
文
献
、
第
十
・
十
一
・
十
二
期
、
一
九
六
五

年
)
、
黄
得
時
「
肇
北
設
府
奥
蔓
湾
建
省
考
略
」
(
墓
濁
文
献
、
第
二
十
二

審
第
四
期
、
一
九
七
一
年
)
等
が
あ
る
。
以
上
述
べ
た
諸
研
究
は
殆
ん
ど

劉
銘
停
が
如
何
に
塞
湾
を
建
設
し
た
か
と
い
う
事
賀
を
述
べ
て
い
た
。
こ

の
他
、
顔
輿
「
墓
湾
建
省
前
後
之
園
際
関
係
」
(
前
掲
蔓
湾
文
化
論
集
付
〉

も
あ
る
が
、
た
だ
簡
略
に
そ
の
事
賓
を
述
べ
た
に
す
ぎ
な
い
。
本
稿
で
は

清
代
肇
湾
建
省
以
前
の
時
代
背
景
、
肇
濁
の
地
位
描
浸
透
及
び
建
省
以
後
の

近
代
的
建
設
等
を
考
察
し
、
更
に
却
延
卒
氏
の
「
近
代
化
」
設
(
ポ
延
一や

「
什
慶
是
近
代
化
」
大
皐
論
壇
、

菱
湾
大
事
論
壇
社
、
一
九
七

O
年
)

を
参
照
し
て
、
清
代
墓
湾
省
は
時
代
的
に
如
何
な
る
位
置
を
占
め
て
い
た

か
を
述
べ
よ
う
と
思
う
。

ω
施
浪
『
靖
海
紀
事
』
(
蓬
北
、
肇
海
銀
行
経
済
研
究
室
、
一
九
五
八
年
〉
、

下
省
、
恭
陳
蓋
湾
棄
留
疏
。

ω
連
横
『
肇
輔
開
通
史
』
(
上
海
、
商
務
印
書
館
、
一
九
四
七
年
)

ω
六
部
庭
分
則
例
、
各
二
十
。

川

w

監
鼎
元

『卒
豪
紀
略
』
(
肇
北
、
蓋
湾
銀
行
経
済
研
究
室
、

頁
三
九
。

一
九
五
八 を

考
え
る
際
、
諸
改
革
は
無
視
し
得
な
い
。
貫
に
「
牽
湾
建
省
」
は
蓋
湾
歴

年
)

川
明
大
清
聖
租
貫
録
、
康
照
五
十
七
年
二
月
甲
申
係
。

何
明
清
史
料
(
華
北
、
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
、

戊
編
第
二
冊
、
頁
一

O
七
J
一
O
八。

同
大
清
高
宗
賞
録
、
乾
隆
元
年
三
月
美
亥
係
。

例

同

右

、
乾
隆
四
年
九
月
己
酉
係
、
並
び
に
乾
隆
七
年
十
月
辛
亥
係
。

M
W

同
右
、
乾
隆
十
一
年
四
月
甲
申
係
。
明
清
史
料
(
前
掲
〉
、
吏
部
「
矯

内
閣
抄
出
一繭
建
巡
撫
呉
土
功
奏
」
移
曾
。
大
清
高
宗
賓
録
、
乾
隆
十
三
年

六
月
笑
酉
係
。
同
じ
く
、
乾
隆
三
十
四
年
十
月
笑
酉
肱
慨
を
参
照
。
以
上
に

よ
れ
ば
、
乾
隆
十
一
年
と
同
二
十
五
年
、
渡
肇
の

制
限
は
ゆ
る
め
ら
れ

た
。
乾
隆
十
三
年
と
同
二
十
六
年
及
び
同
三
十
四
年
、
巌
禁
密
航
蓬
鴻
令

が
重
ね
て
愛
せ
ら
れ
た
。

帥
於
梨
華
「
林
爽
文
革
命
研
究
」
(
文
献
専
刊
、
第
四
谷
第
三
期
、
一
九

五
三
年
〉
頁
二
七
J
三
六
。

M
W

陳
奇
稼
「
中
華
民
族
在
蔓
湾
的
拓
展
」
(
中
原
文
化
奥
牽
湾
、
一
九
七

一
年
〉
頁
二
九
O
J
二
九
三
。

帥

T
B
g
t弓・

0
2
E
M
g・
2whrzミ
ミ
河
口
可
S
a
b
-
同
宣
ロ
ネ

司
自
~
て
に
さ
¥
目
、
b
S
』AH
旬
。
芯
』
唱
。
。
・
岡
山
WOω

・司
-
H
J
可{)・

M
W

響
曲
耐
夷
務
始
末
、
道
光
朝
、
容
十
一
・
三
八
・
四
二
・
四
七
を
参
照
。

伺
同
右
、
威
堕
朝
、
省
二
。

一
九
五
三
年
)
、
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制

策

嘉

該

『美
園
輿
豪
融
問
』
(
中
央
研
究
院
近
代
史
研
究
所
専
刊
帥
、
登

北
、
一
九
六
六
年
)
頁
三
六
。

仰
向
右
、
頁
五
八

l
七
八
。

帥
同
右
、
頁
一
二
八
。

帥

巧
・
0
・
0
0
ι
E
E
・
ha
突
き
hR

h
九

whE
H
3
2
3
問
的

m
h
u
・

同ミ
テ

豆
創円
B
一
-
-
z
-
F
S
E
P
58
・唱・口町・

黄
嘉
談
前
掲
書
、
頁

一四

O
J
一
五
回
。

同
消
初
及
中
期
制
到
外
交
渉
係
約
輯
(
妥
北
、
関
風
出
版
枇
〉
威
堕
縦
約
、

美
約
通
商
章
程
善
後
係
約
第
十
四
款
、
英
約
天
津
仲
間
約
第
九
款
、
法
約
天

津
傑
約
第
六
款
。

ω
彦
漢
臣
「
糠
脳
糾
紛
事
件
的
同
県
相
」

(
蜜
輔
時
文
献
、
第
十
七
谷
第
三
期、

一
九
六
六
年
)
頁
八
九
J
九
O
。

朗

幹
時
融
耐
夷
務
始
末
選
輯
(
裏
北
、
家
湾
銀
行
経
済
研
究
室
、
一
九
六
四
年
〉

第
三
郎
、
頁
四

O
七
J
四一

O
。

帥
川
市
制
加
夷
務
始
末
、
同
治
朝
、
容
六
二
。

例
中
村
孝
志
「
華
麗
開
港
初
期
的
中
英
閥
係
」
(
華
湾
時
報
、
第
一
一
一
一
一

一

鋭
、
一
九
四
六
年
〉

MW

P
H
B
F
E
Z
-
E
C
曲
三

者
、
数
烈
文
誇
『
肇
濁
島
之
歴
史
奥
地
誌
』

(
華
北
、
墓
蝿間
銀
行
経
済
研
究
室
、
一
九
五
八
年
)

偶

然吋
燐
夷
務
始
末
、
同
治
朝
、
各
四
九。

制
同
右
、
同
治
朝
、
各
五

O
。

倒
黄
嘉
議
前
掲
書
、
頁
一一一

七
J
一
一
一
八
。

倒

王
元
梶
『
甲
戊
公
般
紗
存
』
(
肇
北
、
牽
器
開
銀
行
経
済
研
究
室
、

五
九
年
〉
頁

一
。

制
黒
龍
曾
編
『
西
南
記
仰
』
ハ
東
京
、
黒
龍
曲
岡
本
部
、

一
九
O
八
年
〉

九

上
容

て

頁
五
五

一
J
五
七
五
。

的
大
日
本
外
交
文
書
〈
東
京
、
外
務
省
調
査
部
、

谷
、
頁
五
J
一
五
。

倒
錯
時
務
夷
務
始
末
、
同
治
朝
、
谷
九
三
。

帥
李
鴻
章
『
李
文
忠
公
全
集
』
謬
署
函
稿
、
各
二
。

料
岩
倉
公
賓
記
(
多
田
好
問
編
修
、

一
八
六
九
年
)

下
容
、
頁

一
一一一一一一。

帥

努
緋
夷
務
始
末
、
同
治
朝
、
容
九
四
。

M
W

同
右
、
同
治
朝
、
谷
九
一
ニ
。

制
同
右
、
同
治
朝
、
各
九
四
。
沈
謀
禎
の
四
項
目
の
建
議
は
「
聯
外
交
、

儲
利
回
舶
、

儲
人
才
、
通
消
息
」
で
あ
る
。

帥
同
右
、

同
治
朝
、
各
九
六。

倒
註
帥
に
同
じ
。

帥
清
末
封
外
傑
約
輯
村
、
同
治
縦
約
(
華
北
、
園
風
出
版
枇
〉
日
本
約
、

北
京
専
約
。

例
日
本
外
交
文
書
(
東
京
、
外
務
省
、
一
九
五
五
年
)
第
七
省
、
頁
三

一

七
J
三
一
八
。

帥
鍔
緋
夷
務
始
末
、
道
光
朝
、
各
十
一

。

伺

沈

夜
禎
『
沈
文
粛
公
政
雪
国
』
容
五
。

川
例
李
文
忠
公
全
集
、
期
僚
函
稿
、
容
十
因
。

帥
清
史
列
体
(
蜜
海
中
華
書
局
、

一
九
六
三
年
)
各
五
三
、
大
臣
蜜

一

停
槌
後
編
九
、
素
保
恒
。

帥

同
右
、
各
五
九
、
新
緋
大
臣
傍
三
、
容
続
英
。

制
林
熊
鮮
「
翠
湾
建
省
輿
劉
銘
侍
」
(
牽
湾
文
化
論
集
付
〉
頁

一
四
六
。

帥

王

彦

威

・
王
亮
編
『
清
季
外
交
史
料
』
袋
五
五
・

五
六。

制

羅

正
鈎
『
左
文
袈
公
会
恋
き
年
諮
問
』
頁
八
六
八
。
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制
光
絡
朝
東
筆
績
録
選
輯
(
牽
北
、
豪
臨
時
銀
行
経
済
研
究
室
、

年
〉
頁
二
三
一
。

制
伊
能
前
掲
『
蓋
鴻
巡
撫
と
し
て
の
劉
銘
侍
』
頁
三
。

回

当

・

0・
0
Z
E
E
-
也、・

5
・

L-HN品・

倒
楊
雲
薄
「
鄭
氏
三
世
輿
裏
湾
」
ハ
前
掲
『
中
原
文
化
輿
肇
湾
』
所
枚
)

頁
四
二
九
J
四
三
三
。

倒
劉
銘
停
『
劉
批
粛
公
奏
議
』
各
首
。

回

ω
Zロ
-ou、

ω
u
o
n
g『
・

ヒ

同

宮

詰

hhnp白
詰

内

白

詰

札

H
F由
同

R
R

弘
司
時
苫
[
宅
・

k

山
'
切
言
弘
、

s
~三
宮
同
町
内
向
苫

H
p
n
g
H
H
q
k
n
p
s
h的
問

同

町

h
小

口
昌
白
史
的
神
話
・

C
口

Z
o
a
-
ミ

0同
当

曲

目

r
z
m
Zロ

P
2臼・
ω
2
2
-
0・
HU2・

唱・由品・

同

大

清

徳
宗
質
録
、
光
絡
十
年
間
五
月
丁
未
係
。

伺
劉
壮
粛
公
奏
議
、
容
一
。

側
同
右
。

側
同
右
、
省
二
。

側
同
右
、
容
六
。

削
同
右
、
容
六
。

脚

牽
縄
問
省
通
志
稿
(
肇
湾
省
文
献
委
員
曾
編
〉
省
三
、
政
事
志
行
政
篇
、

政
事
志
制
度
篇
。

側
野
田
兵
治
郎
『
肇
湾
史
料
」
(
憂
湾
守
備
混
成
第
一
放
圏
司
令
部
報
告

書
、
東
京
、
同
志
社
活
版
所
、
一
九
O
O年
)
頁
五
六
。
沈
文
粛
公
政

書、

出世
五。

倒

大

清
徳
宗
貫
録
、
光
緒
十
三
年
二
月
甲
戊
係
。

附
註
脚
に
同
じ
。

問
問
右
。

一
九
六
九

制
沈
文
粛
公
政
書
、
各
五
。

側
劉
枇
粛
公
奏
議
、
谷
六
。

側
野
田
前
掲
『
蔓
湾
史
料
』

側
沈
文
粛
公
政
書
、
各
五
o

m
劉
壮
粛
公
奏
議
、
各
五
。

同
同
右
、
各
二
。

仰
向
右
、
容
二
。

帥
沈
文
粛
公
政
書
、
各
五
。

同
憂
組
問
省
通
士
心
稿
、
政
事
志
防
成
篇
。

附
劉
批
粛
公
奏
議
、
品
位
三
。

仰
向
右
、
容
五
。

悶
同
右
、

省
首。

間
同
右
、
容
首
、
各
五
。

側
蔓
瞬
間
省
通
志
稿
、
政
事
志
防
成
篇
。

制
野
田
前
掲
書
、
頁
七
二
三
J
七
二
五
。

悶
劉
批
粛
公
奏
議
、
各
八
。

倒
慶
漢
臣
「
繁
防
」
(
文
献
専
刊
、
第
四
谷
第
て
二
期
合
刊
、

九
年
)
頁
一

O
二。

制
沈
文
粛
公
政
書
、
各
五
。

制
劉
激
『
巡
裏
返
思
録
』
(
肇
輔
聞
大
開
学
識
抄
本
)
第
二
冊
、
宮
前
請
設
立
修

配
鎗
砲
子
薬
局
由
。

岡
野
田
前
掲
書
、
頁
七
五
九
。

制

清
季
憂
組問
洋
務
史

料

(
華
北、

牽
湾
銀
行
経
済
研
究
室
、

年
)
頁
六
六
。

制
野
田
前
掲
書
、
頁
六
五
五
J
七
六

O
。

頁
七
二
二
。

- 35ー
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側
同
右
。

側
大
清
徳
宗
質
録
、
光
絡
十
七
年
四
月
乙
未
係
。
望
湾
省
通
志
稿
省
三
、

政
事
士
山
財
政
篇
に
、
「
光
緒
十
七
年
部
任
巡
撫
笛
時
:
歳
入
:
共
局
一
百

四
十
二
高
絵
雨
。
是
年
一
耐
建
協
例
四
十
四
商
雨
亦
停
、
於
是
歳
出
向
欠
一
二

十
徐
高
雨
。
若
力
行
整
頓
、
首
能
漏
補
。
然
友
澱
保
守
田
耳
事
、
途
罷
新

政
」
と
あ
り
、
部
友
線
は
財
政
困
難
の
理
由
で
、
劉
巡
撫
以
来
の
施
設
の

ほ
と
ん
ど
を
停
止
し
た
。

制
連
横
前
掲
書
、

頁
三
二
六
。

問
巡
墓
退
思
録
、
詳
覆
巡
議
浮
仰
全
主
防
務
大
概
情
形
臨
百
奏
む
分
行
以

資
預
備
由
。

脚
劉
壮
粛
公
奏
議
、
各
二
。

制
同
右
、
省
二
。

制
伊
能
前
掲
書
、
頁
六
十
。

側
述
横
前
掲
主
日
、
頁
一
二
一一

。

制
十
字
騰
鍬
「
建
省
始
末
」
(
文
献
専
刊
、
第
四
谷
第
一
・
二
期
合
刊
)

寸
良
二
二
一。

帥
劉
壮
繭
公
奏
議
、
各
四
。

側
同
右
、
省
首
、
撫
番
略
叙
四
。
容
四
、
副
将
開
山
戦
波
摺
、

剣
勝
窒
北

内
山
番
枇
獲
兇
正
法
移
駐
宜
閥
摺
、
別
卒
南
襖
番
枇
請
分
別
賞
罰
宿
。

剛
同
右
、
径
二
。

剛
伊
能
嘉
矩
『
義
尚
文
化
志
』
(
東
京
、
万
江
書
院
、
一
九
二
八
年
)
下

袋
、
頁
六
四
四
J
六
四
九
。

刷
屠
縫
善
『
恒
春
燃
志
』
(
妥
北
、
墓
融
開
銀
行
経
済
研
究
室
、

年
)
容
十
、
義
塾
。

醐
雌
徳
嘉
『
鳳
山
師
脚
采
訪
冊
』
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(
華
北
、
肇
湾
銀
行
経
済
研
究
室
、 一

九
六

O九

六
O
年
)
頁
二
ハ
一
。

剛
註
酬
に
同
じ
。

側
劉
壮
粛
公
奏
議
、
出
世
四
。

剛
伊
能
嘉
矩
『
肇
海
蕃
政
志
』

一
九

O
四
年
〉

頁
二
七
四
。

酬
劉
壮
粛
公
奏
議
、
容
八
。

剛
同
右
、
各
四
。

剛
同
右
、
各
四
。

剛
同
右
、
各
四
。

川
掛
延
卒
前
掲
「
什
府
政
是
近
代
化
」
を
参
照
。

川
基
湾
省
通
志
(
翠
北
、
古
川
且
却
時
省
文
献
委
員
舎
、

数
育
士
心
、
教
育
行
政
篇
。

川
清
曾
典
事
捕
時
事
例
(
肇
北
、
妥
組
問
銀
行
経
済
研
究
室
、

頁
三
。

川
大
清
徳
宗
貫
録
、
光
絡
十
二
年
十
一
月
美
卯
係
。

川
護
精
省
通
士
山
、
各
五
、
教
育
志
、
制
度
沿
革
篇
。

川
同
右
。

間
同
右
。
前
掲
『
清
曾
典
翠
組
問
事
例
』
頁
八
八
J
九
四
、
調
建
望
捕
時
事

額
。
前
掲
『
牽
制
開
通
史
』
容
十
一
、
頁
一
九
四
参
照
。

川
伊
能
前
掲

『登
拙
時
巡
撫
と
し
て
の
劉
銘
停
』
頁
五
五
。

川
劉
壮
繭
公
奏
議
、
各
六
。

側
牽
融
問
省
通
志
、
出
世
五
、
教
育
志
、
制
度
沿
革
篇
。

削
劉
壮
粛
公
奏
議
、
各
六
。

間
伊
能
前
掲
『
蓋
組
問
巡
撫
と
し
て
の
劉
銘
侍
』

註
側
参
照
。

(
妥
北
、
基
拙
悶
線
科
目
府
民
政
部
殖
産
局
、

一
九
六
九
年
)
各
五
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。
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間
肇
湾
教
育
志
稿
(
肇
湾
、
牽
湾
総
督
府
編
、
一
九
一
八
年
〉
頁
五
六
。

伊
能
前
掲

『
肇
濁
文
化
士
山
』
中
品
旬
、
頁
六
五
。
註
側
参
照
。

刷
光
緒
朝
東
華
綴
録
選
輯
、
頁
=
ニ
二
。

岡
林
前
掲
『
牽
組
閣
建
省
輿
劉
銘
侍
』
頁
一
四
六
。

捌
連
横
前
掲
書
、
頁
三
四
八
J
三
四
九
。

問
問
右
。

側
周
憲
文
『
清
代
肇
縄
問
経
済
史
』
(
豪
北
、
牽
踊
開
銀
行
経
務
研
究
室
)

頁
四
三

1
四
四
。

刷
肇
湾
省
通
志
、
各
三
、
政
事
志
財
政
篇
。

剛
同
右
、
谷
四
、
経
済
志
田
刷
業
篇
。
陳
培
桂
『
淡
水
腹
志
』
(
華
北
、
肇

輔
開
銀
行
経
済
研
究
室、

一
九
六
二
年
)
頁
三
三
六
。

制
連
横
前
掲
書
、
頁
三
四
四
。

同
段
育
華
・
周
元
瑞
『
算
同
学
僻
典
』
(
肇
湾
商
務
印
書
館
、
一
九
六
七
年
)

に
よ
れ
ば
、
一
石
は
百
二
十
斤
で
あ
る
。

側
光
絡
朝
東
華
績
録
選
輯
、
頁
一
三
二
。

刷
肇
濁
通
士
山
(
華
北
、
豪
湾
銀
行
経
済
研
究
室
、

一
九
六
二
年

)

頁

ニ

五
七
。
註
闘
参
照
。

側
周
鍾
澄
『
諸
羅
勝
志
』
(
肇
北
、
産
濁
銀
行
経
済
研
究
室
、
一
九
六
二

年
〉
雑
記
志
、
外
記
。

附
連
横
前
掲
書
、
頁
四
四
四
。

間
前
掲
『
淡
水
廊
士
山
』
賦
役
志
。

附
連
横
前
掲
書
、
頁
四
四
回
。

』・

4
〈
・
U
S
E
E
p
b
b・
円
HT
3
・ω
叶

ω

}
《

ω吋
品
・

剛
周
前
掲
『
清
代
藍
濁
経
済
史
』
頁
五
六
。

川
伊
能
前
掲
皇
室
海
文
化
志
』
、
中
出
旬
、
頁
六
五
一

。
ま
た
、
周
前
掲
『
清

代
牽
湾
経
済
史
』
の
頁
五
六
に
、
「
:
・
茶
業
係
輿
洋
商
貿
易
、
宜
作
規
約
、

霊
之
永
久
、
表
忠
信
於
圏
外
、
永
幽
東
滅
之
富
盛
。

e

我
淡
水
茶
業
日

回
日
、
商
船
日
繁
、
:
今
物
産
滋
盟
、
財
源
盆
開
。
然
人
多
美
悪
不
て
物

盛
弊
害
漸
生
。
或
以
俗
物
胃
名
口
問
之
名
、
以
謀
其
利
、
或
混
和
粉
末
、
而

園
射
利
、
途
至
誤
大
局
。
愛
集
同
業
者
、
共
議
規
約
、
設
禁
例
、
一
新
醤

習
。
:
同
心
共
済
、
実
社
私
利
之
端
、名
目
永
和
、
茶
業
興
隆
之
佳
兆
也

0

・
洋
々
日
進
、
大
稲
垣
之
潮
流
貿
易
公
卒
、
集
沼
尾
之
船
舶
将
如
雲
霞
」

と
あ
り
、
「
郊
」

の
意
味
を
述
べ
て
い
る
。

側
伊
能
前
掲

『蔓
捕
時
文
化
志
』

中

谷

、
頁
六
五
二
。

同
光
緒
十
七
年
、
肇
鴻
茶
部
皿
金
の
牧
入
は
蜜
濁
歳
入
の
一
割
徐
を
占
め
て

い
た
。
(
霊
山
崎
省
通
士
山
稿
、
各
三
、
政
事
志
財
政
篇
頁
七
参
照
)

刷
佐
伯
富
「
清
代
に
お
け
る
盤
の
専
寅
制
度
」
(
『
中
園
史
研
究
』
第
一
、

東
洋
史
研
究
舎
、

一
九
六
九
年
)
参
照
。

川
張
繍
文
『
肇
割
問
盟
業
史
』
(
愛
北
、
妻
臨
時
銀
行
経
済
研
究
室
、
一
九
五

五
年
)
頁
五
参
照
。

附
賀
嗣
章
『
産
業
開
設
及
教
育
設
施
』
(
文
献
専
刊
、
第
四
谷
第
一

・
一一

期
合
刊
)
頁
四
九
。

刷
牽
輔
同
省
通
志
、
谷
三
、
政
事
志
財
政
篇
o

M
劉
壮
粛
公
奏
議
、
倉
一
。

刷
一
隅
建
遁
志
・
肇
濁
府
(
牽
北
、

豪
邸
開
銀
行
経
済
研
究
室、

年
)
頁
一
五
五
J
一
五
六
。

川
劉
壮
粛
公
奏
議
、
各
七
。

剛
蓋
制
局
奮
慣
制
度
調
査
一
一
泊
(
臨
時
蓋
濁
土
地
調
査
局
、

頁
七
O
J七
二
。

刷
程
家
頴
『
肇
臨
時
土
地
制
度
考
査
報
告
書』
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究
室
、

一
九
六
三
年
〉

頁

七

J
八。

問
劉
社
市
川
公
奏
議
、
谷
七
。

刷

伊
能
嘉
矩
『
夜
蝿
同
士
心
』
(
東
京
文
察
一
枇
、

一二
八。

刷
清
賦
一
班
(
裏
北
、
壷
組
問
日
日
新
聞
批
、

三。

間
消
代
肇
師
向
大
秘
調
査
書
(
翠
北、

肇
海
銀
行
縦
済
研
究
室
、

年
)
頁
五
六
。

附
劉
批
粛
公
奏
議
、
各
七
。

附
田
園
所
在
地
の
山
河
、
道
路
、
溝
渠
等
の
自
然
界
限
を
以
っ
て
庖
切
っ

て
書
い
た
地
闘
が
「
底
闘
」
で
あ
る
。
「
匿
闘
」
の
中
を
い
く
つ
か
の
垣

に
分
け
て
詳
し
く
書
い
た
地
闘
が
「
散
闘
」
で
あ
る
。
「
荘
園
」
と
は

「国
岡
」
を
い
く
つ
か
合
わ
せ
て
か
い
た
闘
で
あ
る
。
程
前
掲

『肇
湾
土

地
制
度
考
査
報
告
書
』
頁
一

三
J
一
四
参
照
。

剛
劉
批
粛
公
奏
議
、
各
七
。

川
前
掲
『
消
代
事
鶴
間
大
租
調
査
室
田
』
頁
五

O
J五
二
。
程
前
掲

『翠
組問

土
地
制
度
考
査
報
告
書
』

頁
一
九
J
二
O
参
照
。
護
組
問
私
法
(一
脚
戸
、
臨
時

蓋
濁
奮
慣
調
査
舎
、
一
九
一

O
年
〉
第
一
谷
、
頁
二
七
六
に
「
減
四
留
六

/
法
ト
ハ
省
時
ノ
小
租
戸
ヲ
シ
テ
領
軍
承
糧
セ
シ
メ
依
リ
テ
以
テ
之
ヲ
田

図
ノ
業
主
ト
公
認
シ
大
租
戸
ニ
封
シ
テ
ハ
其
従
来
負
摺
セ
ル
納
税
義
務
ヲ

苑
ス
ル
ト
共

ニ
従
来
其
小
租
戸
ヨ
リ
牧
受
セ
ル
大
租
額
ノ
四
割
ヲ
減
シ
之

ヲ
小
租
戸
ニ
飾
シ
残
徐
/
六
割
ヲ
以
テ
大
租
戸
ノ
枚
得
-
一
鋪
セ
シ
ム
ル
一

在
リ
」
と
あ
り
、
小
租
戸
の
業
主
権
を
縫
定
し
、
大
租
楢
を
認
め
て
い
る。

剛

劉

妊
粛
公
奏
議
、

翁
七
。

刷

江

丙

坤

『
蔓
潟
地
租
改
正
の
研
究
』

一
九

O
二
年
)

袋
二、

頁

一
九

O
四
年
〉
頁
六
一
一
J
i
ハ

一
九
六

(
東
京
、
東
京
大
摩
出
版
曾
、

九
七
四
年
〉
頁
四
二
参
照
。

附

妥

組問
省
通
志
、
出
世
四
、
終
消
芯
交
通
筋
。

制

連
横
前
掲
書
、
頁
三
六
五
。

刷

妥

捕
時
省
通
志
、
各
四
、

経
済
志
交
通
篇
。
註
側
参
照
。

刷

同

右

、
谷
四
、

経
済
士
山
交
通
篇
。

捌
周
前
掲
『
湾
代
蓬
組
問
経
済
史
』

頁
七
一二。

刷

「

清

閤
政
府
時
代
に
於
け
る
郵
便
制
度
」
(
蜜
湾
慣
習
紀
事
、
第
二
谷

第
一
二
鋭
、
一
九

O
二
年
)
。
牽
湾
省
通
志
稿
、
各
四
、
経
済
志
交
通信刷。

剛
劉
承
漢
「
肇
組
問
之
郵
政
」
(
霊
碑
崎
之
交
通
、
華
北
、
妥
鴻
銀
行
経
済
研

究
室
、

一
九
五
八
年
)
頁
一
三
四
。

刷
前
掲
「
清
岡
政
府
時
代
に
於
け
る
郵
便
制
度
」
卸
ち
、
締
結
正
姑
及

び
傍
結
は
郵
便
事
務
を
虎
理
す
る
。
腰
砧
と
は
、
妥
湾
省
通
志
稿
、
各
四
、

経
済
志
交
通
篇
に
「
姑
途
較
還
者
、
宜
設
腰
始
以
仙
兵
力
、
如
獲
北
線
姑

至
中
経
態
留
桃
仔
園
篤
腰
泊
、
来
往
接
越
以
求
捷
速
、
中
経
至
竹
盟
、
際

留
大
湖
口
矯
腰
結
:
腰
姑
専
篤
接
遮
起
見
、
不
給
空
白
郵
票
、
只
須
守
職

一
名
、
能
掛
箪
鋭
、
責
任
絞
経
、
薪
工
感
照
正
結
酌
減
・
:
」
と
あ
り
、
終

結
と
正
鈷
或
は
正
砧
と
正
結
の
間
に
あ
る
中
間
姑
で
郵
便
物
を
橋
渡
し
す

る
所
で
あ
る
。

川
前
掲
「
清
闘
政
府
時
代
に
於
け
る
郵
便
制
度
」

側
霊
組
問
通
志
稿
、
容
四
、
経
済
志
綜
設
篇
。

仰
藤
井
恭
敬
『
護
濁
郵
政
史
』
(
肇
北
、
妥
鴻
総
督
府
民
政
部
通
信
局
、

一
九
一
八
)
頁
一
五
八
。

同
憂
組
問
省
通
志
稿
、
各
四
、
経
済
志
綜
説
篇
。

附

劉

妊
粛
公
奏
議
、
各
五。

同
同
右
。
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附
藤
井
前
掲
『
肇
湾
郵
政
史
』
頁
一
九
七
J
一
九
九
。

附
伊
能
前
掲
『
蔓
湾
文
化
士
山
』
中
品
旬
、
頁
六
五
。

附
清
季
牽
海
洋
務
史
料
、
頁
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Taiwan in the Qing 清Period

S. Y. Chaれｇ

　　

The Qing ｇｏ゛ernment　gradually began to pay attention to　Taiwan

from the middle of the nineteenth century, almost two centuries after

Taiwan was occupied in 1683｡

　　

With the expansion of the ぺA'^esternpowers in East Asia in the

nineteenth century, Britain, the United States, and France exhibited great

interest in the　island and　demanded trading privileges, and then Japan

sent troops to Taiwan ； the Qing government thus came to recognize the

importance

　

of

　

Taiwan

　

and

　

to take　positive　steps to　develope　it, and

finally in 1885 Taiwan was made ａ province and Liu Ming-chuan 劉

銘傅appointed as its first governor-general. The creation　of Taiwan

Province was ａ measure undertaken by way of response as the Qing came

increasingly to be confronted by the aggression of the powers｡

　　

After the establishment of the provincial government on Taiwan there

came numerous　reforms and new　institutions -- the strengthening　and

finer articulation of　administrative agencies, and the　demarcation of ad-

ministrative zones, which made the organization of the bureaucracy more

complete and speeded the ｀‘modernization ” of Taiwanese politics.　The

requirements of　national　defense　led　to　the　emergence　of　industries

related to military needs. Moreover, the development of h山一lands, the

establishment of educational institutions, land surveys, adjustments of the

land tａχ　Γates,the　development　of　camphor, sulphur, tea, and salt in-

dustries, and the building of railroads all contributed enormously to social

and economic change in Taiwan. These reforms and innovations cannot

be ignored when considering questions of Taiwan's “ modernization ”，so

that, the author argues, the　establishment of Taiwan as ａ separate pro-

vince must be seen as an event of epoch-making significance in its his-

tory･
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